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第１編 第１編 第１章 

 

第１編 総則                                    

 

第１章 趣旨 

 横浜市では、昭和 46年１月の建築基準法の改正を受け、昭和 48年 12月に、容積率制度の導入 

とあわせて、工業専用地域を除いた用途地域の区域を対象とした、高さの最高限度を定める高度地区

の導入により、容積率と高さ制限による建築物の規制をスタートさせました。その際に、あわせ 

て導入されたのがこの「横浜市市街地環境設計制度」です。 

 横浜市では、歩行に支障をきたすような歩道の改善や快適な歩行者空間の整備、地域の豊かな憩い

の場となる広場や貴重な緑地の確保など、地域課題である市街地環境の整備向上への取組が望まれて

います。また、業務・商業機能や居住機能等の配置の適正化、歴史的建造物の保全、福祉関連 

施設の充実、工業の操業環境の向上などの行政課題も山積しています。 

当制度は、個々の建築計画の中で、これら様々な課題の改善に資することを条件に、都市計画で 

規定された容積率や高さ等を緩和することにより、高い水準の建築計画による良好な市街地環境の 

形成を積極的に誘導していくものです。当制度の導入以来、これまでに制度を活用した建築計画は、 

それぞれの立地特性に応じた地域のまちづくりに貢献してきました。今後も、様々な建築活動の中

で、当制度を活用し、市街地環境の整備向上につなげていただければと考えています。 

 なお、この制度により許可を受けようとする場合は、あらかじめ建築計画について事前相談

をしていただきます。そのうえで総合的な審査を行い、この制度の趣旨に適合していると認め

られるものは、横浜市建築審査会の同意を得て市長による許可がなされます。 

 

第１図 横浜市市街地環境設計制度の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 総則                                    

 
第１章 趣旨 

 横浜市では、昭和 46年１月の建築基準法の改正を受け、昭和 48年 12月に、容積率制度の導入とあ

わせて、工業専用地域を除いた用途地域の区域を対象とした、高さの最高限度を定める高度地区の導

入により、容積率と高さ制限による建築物の規制をスタートさせました。その際に、あわせて導入され

たのがこの「横浜市市街地環境設計制度」です。 
 横浜市では、歩行に支障をきたすような歩道の改善や快適な歩行者空間の整備、地域の豊かな憩い

の場となる広場や貴重な緑地の確保など、地域課題である市街地環境の整備向上への取組が望まれて

います。また、業務・商業機能や居住機能等の配置の適正化、歴史的建造物の保全、福祉関連施設の充

実、工業の操業環境の向上、脱炭素社会の実現、防災力の向上などの行政課題も山積しています。 

当制度は、個々の建築計画の中で、これら様々な課題の改善に資することを条件に、都市計画で規定

された容積率や高さ等を緩和することにより、高い水準の建築計画による良好な市街地環境の形成を

積極的に誘導していくものです。当制度の導入以来、これまでに制度を活用した建築計画は、それぞれ

の立地特性に応じた地域のまちづくりに貢献してきました。今後も、様々な建築活動の中で、当制度を

活用し、市街地環境の整備向上につなげていただければと考えています。 

 なお、この制度により許可を受けようとする場合は、あらかじめ建築計画について事前相談

をしていただきます。そのうえで総合的な審査を行い、この制度の趣旨に適合していると認め

られるものは、横浜市建築審査会の同意を得て市長による許可がなされます。 
 

図１-１ 横浜市市街地環境設計制度の概要図 
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 第１編 第２章 

第２章 用語の定義 

この制度で用いる用語の意義は、次のとおりとする。 

 

１ 法        建築基準法（昭和25年法律第201号） 

２ 令        建築基準法施行令（昭和25年政令第338号） 

３ 高度地区     横浜国際港都建設計画高度地区 

４ 基準建蔽率    法第53条に規定する建蔽率（％） 

５ 基準容積率    法第52条第１項（第８項による第１項のみなし及び高齢者、障害者等 

の移動等の円滑化の促進に関する法律第19条及び第24条によるみな 

しを除く。）、第２項、第７項及び第９項に規定する容積率（％） 

６ 容積率制限    基準容積率による建築物の容積率制限 

７ 都市計画容積率  都市計画において定められた容積率（％） 

８ 割増容積率    有効公開空地面積率により基準容積率に割増される容積率（％） 

９ 加算容積率    第５編（特定施設の整備）及び、第６編第３章又は第５章（容積率許可 

の特例）のいずれかにより加算される容積率（％） 

【略】 

30 住宅等容積率制限 横浜都心機能誘導地区建築条例別表第１第２項（い）欄による建築制限 

31 マンション建替法 マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号） 

32 マンション        二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの

（マンション建替法 第２条第１号） 

33 要除却認定       マンション建替法第 102 条第１項の認定を受けたマンション 

マンション      

【以下略】 

第２章 用語の定義 

この制度で用いる用語の意義は、次のとおりとする。 

 

１  法  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

２  令  建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号） 

３  高度地区  横浜国際港都建設計画高度地区 

４  基準建蔽率  法第 53 条に規定する建蔽率（％） 

５  基準容積率  法第 52 条第１項（第８項による第１項のみなし及び高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律第 19条及び第 24条によるみなし

を除く。）、第２項、第７項及び第９項に規定する容積率（％） 

６  容積率制限  基準容積率による建築物の容積率制限 

７  都市計画容積率  都市計画において定められた容積率（％） 

８  割増容積率  有効公開空地面積率により基準容積率に割増される容積率（％） 

９  加算容積率  第５編（特定施設の整備）及び第６編（その他の取組）より加算される

容積率（％） 

【略】 

【以下略】 

30  住宅等容積率制限  横浜都心機能誘導地区建築条例別表第１第２項（い）欄による建築制限 

31  マンション再生法  マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成 14 年法律第 78 号） 

32  マンション  二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるも

の（マンション再生法 第２条第１項第１号） 

33  要除却認定マンシ

ョン 
 マンション再生法第 163 条の 56 第１項の認定を受けたマンション 

第１編 第３章 第１編 第３章 

第３章 緩和の原則 

 
 この制度による緩和は、法第 59条の２、高度地区、横浜都心機能誘導地区建築条例、マンシ 

ョン建替法第 105条又は長期優良住宅法第 18条の規定に基づき、横浜市のまちづくりの方針等 

（※１）及び地域のまちづくりの方針等（※２）に整合する建築物で、建築主が敷地内の適 

切な場所に歩道や広場など一般の人が利用又は通行できる空地（公開空地）や良好な市街地 

環境の形成に資する施設（特定施設）を設けることなどにより市街地環境の整備向上に努め 

た場合、次の事項について行うものとする。 

 
【略】 

 
４ マンション建替法第 105条第１項の規定に基づく許可 

（交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ総合的な配慮がなされていることによ 

り市街地環境の整備改善に資すると認められる場合） 

 ・容積率制限 
 

【以下略】 
 

第３章 緩和の原則 

 
 この制度による緩和は、法第 59条の２、高度地区、横浜都心機能誘導地区建築条例、マンシ 

ョン再生法第 163条の 59又は長期優良住宅法第 18条の規定に基づき、横浜市のまちづくりの方 

針等（※１）及び地域のまちづくりの方針等（※２）に整合する建築物で、建築主が敷地内 

の適切な場所に歩道や広場など一般の人が利用又は通行できる空地（公開空地）の整備や良 

好な市街地環境の形成に資する取組（特定施設の整備）（その他の取組）の実施などにより 

市街地環境の整備向上に努めた場合、次の事項について行うものとする。 

 
【略】 

 
４ マンション再生法第 163条の 59第１項の規定に基づく許可 

（交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ総合的な配慮がなされていることにより市

街地環境の整備改善に資すると認められる場合） 

 ・容積率制限 
 

【以下略】 
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第１編第３章運用基準 

(※１) 横浜市のまちづくりの方針等は、次に掲げるものとする。 
【略】 

カ 次に掲げる条例、要綱又は指針等 

(ア) 条例 

・横浜市開発事業の調整等に関する条例 
・横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例 

【略】 

(イ) 要綱又は指針等 

・住宅市街地総合整備事業制度要綱 

・共同住宅等ゴミ置場事前協議要綱 
【略】 

(※３) 第６編の規定により、市長が特に認めた場合の適用に限る。 
 

 

第１編第３章運用基準 

(※１) 横浜市のまちづくりの方針等は、次に掲げるものとする。 
【略】 

カ 次に掲げる条例、要綱又は指針等 

(ア) 条例 

・横浜市開発事業の調整等に関する条例 
・横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業等に係る住環境の保全等に関する条例 

【略】 

(イ) 要綱又は指針等 

・住宅市街地総合整備事業制度要綱 

・ごみ集積場所設置基準 
【略】 

(※３) 第７編の規定により、市長が特に認めた場合の適用に限る。 
 

第１編 第４章 第１編 第４章 

第４章 基本要件 

この制度の適用対象とする建築物は、市街化区域内に建築されるもので、次に定める要件を満たす

ものとする。 
                                             
１ 環境への配慮 

【略】 

（４）環境 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の建築物エネルギー消費性能基準適合

一次エネルギー消費量（家電等のエネルギー消費量を除く）について、「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律」に定められた省エネルギー基準に適合すること。 

イ ＣＡＳＢＥＥ横浜（建築物環境配慮制度） 

横浜市生活環境の保全等に関する条例第９章の２（建築物の建築に係る環境への負荷の低

減）第 141 条の４第１項の適用を受ける建築物は、その規定における建築物環境配慮計画の届

出において、「CASBEE 横浜」での評価値がＡランク以上とすること。 
【以下略】 

 

第４章 基本要件 

この制度の適用対象とする建築物は、市街化区域内に建築されるもので、次に定める要件を満たす

ものとする。 
 
１ 市街地環境への配慮 

【略】 

（４）環境 

横浜市生活環境の保全等に関する条例第９章の２（建築物の建築に係る環境への負荷の低減） 
第 141 条の４第１項の適用を受ける建築物は、その規定における建築物環境配慮計画の届出に 
おいて、「CASBEE 横浜」の重点項目の評価が、「地域・まちづくりへの貢献」の項目で３以上 
とすること。 

【以下略】 
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旧 新 

 

第１編第４章運用基準 

【略】 
(※３) 緑化は、敷地面積の５％以上かつ以下の法令等に基づき必要となる緑化率（敷地面積に対する

緑化面積の割合をいう。）の最大の値に 1.5を乗じた割合以上行うこと。ただし、1.5を乗じた割

合が 15％を超える場合は、15％以上かつ法令等に基づき必要となる割合以上とする。また、緑化

面積の算定方法は、以下の法令等による。 

ア 都市緑地法第 35条、第 36条 

イ 緑の環境をつくり育てる条例第９条 

ウ 横浜市開発事業の調整等に関する条例第 18条第２項第４号、第９号 

エ 横浜市風致地区条例第５条 

オ 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第 19条、第 20条 

なお、第４編第１章の都心機能誘導地区における建築物のうち、「横浜市市街地環境設計制度

による許可に関する建築審査会包括同意基準」の適用対象となる場合は、５％以上かつ法令等に

基づき必要となる割合以上とする。 

 
【略】 

(※10) 防火水槽は、建築物の各部分から一の防火水槽までの水平距離が 140ｍ以下となるように設け

るとともに、その構造は、横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則第 18 条の規定に適合

すること。ただし、建築物の各部分が既存の消火栓以外の消防水利（消防法第 20 条第２項の規

定により市町村が管理する防火水槽及び同法第 21条第１項の規定により指定された消防水利（設

置から 50 年以上が経過した防火水槽を除く。）をいう。）から水平距離で 140ｍ以内の範囲にあ

る場合又は他の法令等により同等の施設が設置される場合は、設置不要とする。 

【以下略】 
 

 

 

 

 

第１編第４章運用基準 

【略】 
(※３) 緑化は、敷地面積の５％以上かつ以下の法令等に基づき必要となる緑化率（敷地面積に対する

緑化面積の割合をいう。）の最大の値に 1.5を乗じた割合以上行うこと。ただし、1.5を乗じた割

合が 15％を超える場合は、15％以上かつ法令等に基づき必要となる割合以上とする。 

なお、第４編第１章の都心機能誘導地区における建築物のうち、「横浜市市街地環境設計制度

による許可に関する建築審査会包括同意基準」の適用対象となる場合は、５％以上かつ法令等に

基づき必要となる割合以上とする。 

また、緑化面積の算定方法は、以下の法令等によるものとする。ただし、以下の法令等の対象

とならない敷地の場合は、この限りではない。 

ア 都市緑地法第 35条、第 36条 

イ 緑の環境をつくり育てる条例第９条 

ウ 横浜市開発事業の調整等に関する条例第 18条第２項第４号、第９号 

エ 横浜市風致地区条例第５条 

オ 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第 19条、第 20条 

【略】 
(※10) 防火水槽は、建築物の各部分から一の防火水槽までの水平距離が 140ｍ以下となるように設け

るとともに、その構造は、横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則第 23 条の規定に適合

すること。ただし、建築物の各部分が既存の消火栓以外の消防水利（消防法第 20 条第２項の規

定により市町村が管理する防火水槽及び同法第 21条第１項の規定により指定された消防水利（設

置から 50 年以上が経過した防火水槽を除く。）をいう。）から水平距離で 140ｍ以内の範囲にあ

る場合又は他の法令等により同等の施設が設置される場合は、設置不要とする。 

    なお、山林、崖、擁壁、河川、鉄道、高速道路、４車線道路、建築物、工作物等の障害により 

ホース延長が不可能な部分は、この範囲に含まないものとする。 

【以下略】 
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旧 新 

第２編 第１章 第２編 第１章 

第２編 公開空地の基準                                

【略】 
３ 最小単位面積 

一つの公開空地の最小単位面積は、計画建築物の立地する用途地域にしたがい、第１表に掲げる

数値以上とする。ただし、歩道と同一レベルで、明らかに歩行者の利用の増進を意図した公開空地に

あっては、この限りでない。 

第１表 公開空地の最小単位面積 

 

 

 

 

【以下略】 

第２編 公開空地等の基準                                

【略】 
３ 最小単位面積 

一つの公開空地の最小単位面積は、計画建築物の立地する用途地域にしたがい、表２-１に掲げる

数値以上とする。ただし、歩道と同一レベルで、明らかに歩行者の利用の増進を意図した公開空地に

あっては、この限りでない。 

表２-１ 公開空地の最小単位面積 

 

 

 

 

【以下略】 

 

第２編第１章運用基準 

(※１) 次に掲げる公開空地は、終日開放しないことができる。 

ア 内部空間の公開空地や鉄道駅に接続する公開空地等で終日開放しないことが防犯上安全で

ある公開空地。ただし、深夜等において一時的に閉鎖する場合に限る。 

イ 第２章５に規定する一団の緑地 

ウ 第７編第５章の規定により一時使用承認を受けた公開空地 

【以下略】 
 

 

第２編第１章運用基準 

(※１) 次に掲げる公開空地は、終日開放しないことができる。 

ア 内部空間の公開空地や鉄道駅に接続する公開空地等で終日開放しないことが防犯上安全で

ある公開空地。ただし、深夜等において一時的に閉鎖する場合に限る。 

イ 第２章５に規定する一団の緑地 

ウ 第８編第５章の規定により一時使用承認を受けた公開空地 

【以下略】 
 

第２編 第２章 第２編 第２章 

第２章 公開空地の種類とその条件 

【略】 

１ 歩道の用に供する公開空地 

【略】 

（７）法第 42条第２項に規定する道路に沿って設ける公開空地は歩道の用に供する公開空地とみなさ

ない。ただし、地域のまちづくりの方針等で位置づけがある場合はこの限りでない。 

【略】 

３ 一般的公開空地 

一般的公開空地は、一般の人が無理なく導かれる位置にあり、原則としてその全周長の４分の１

以上が、道路、歩道の用に供する公開空地、幅員４ｍ以上の通り抜け歩道の用に供する公開空地、幅

員４ｍ以上の法第 43条第２項第１号の規定による認定に係る道又は幅員４ｍ以上の同項第２号の許

可に係る空地（以下「道路等」という。）に接し、次に掲げる基準に適合するよう設けるものとする。 

【以下略】 

第２章 公開空地の種類とその条件 

【略】 

１ 歩道の用に供する公開空地 

【略】 

（７）法第 42条第２項に規定する道路に沿って設ける公開空地は歩道の用に供する公開空地とみなさ

ない。ただし、地域のまちづくりの方針等で位置付けがある場合はこの限りでない。 

【略】 

３ 一般的公開空地 

一般的公開空地は、一般の人が無理なく導かれる位置にあり、原則としてその全周長の４分の１以

上が、道路、歩道の用に供する公開空地、幅員４ｍ以上の通り抜け歩道の用に供する公開空地、幅員

４ｍ以上の法第 43条第２項第１号の規定による認定に係る道又は幅員４ｍ以上の同項第２号の許可

に係る空地等（以下「道路等」という。）に接し、次に掲げる基準に適合するよう設けるものとする。 

【以下略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途地域 最小単位面積 

商業系地域  50㎡ 

その他の地域 100㎡ 

 

用途地域 最小単位面積 

商業系地域  50㎡ 

その他の地域 100㎡ 
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旧 新 

第２編 第３章 第２編 第３章 

第３章 公開空地の有効面積の算定 

 

１ 公開空地の有効係数 

公開空地の有効係数は、第２表ア欄に掲げる利用形態に応じてイ欄の数値とする。 

（第２図参照） 

 
２ 有効公開空地面積の算定 

有効公開空地面積は、第２表の有効係数に、公開空地の面積を乗じた数値の合計とする。ただし、

次に該当する場合は当該各号の定めるところにより算定した数値とする。 

【略】 

（３）上記（１）、（２）のほか、公開空地の種類、位置、構造、形状、仕上げ等について地域への貢献

又は本市のまちづくりへの貢献の度合いに応じて、第２表により算出された有効公開空地面積に

貢献の度合いに応じた数値（0.5 から 1.5 の範囲）を乗じた数値を有効公開空地面積とする。（※

１） 

【以下略】 

第３章 公開空地の有効面積の算定 

 

１ 公開空地の有効係数 

公開空地の有効係数は、表２-２ア欄に掲げる利用形態に応じてイ欄の数値とする。 

（図１参照） 

 
２ 有効公開空地面積の算定 

有効公開空地面積は、表２-２の有効係数に、公開空地の面積を乗じた数値の合計とする。ただし、

次に該当する場合は当該各号の定めるところにより算定した数値とする。 

【略】 

（３）上記（１）、（２）のほか、公開空地の種類、位置、構造、形状、仕上げ等について地域への貢献

又は本市のまちづくりへの貢献の度合いに応じて、表２-２により算出された有効公開空地面積に

貢献の度合いに応じた数値（0.5 から 1.5 の範囲）を乗じた数値を有効公開空地面積とする。（※

１） 

【以下略】 

第２表 公開空地の有効係数 

【略】 
 

第２編第３章運用基準 

 【略】 

(※４) 現況の樹林を保存し、緑の環境をつくり育てる条例第８条に基づく緑地の保存等に関する協定

の中で自然緑地として位置づけられたもののうち、市長が地域の緑環境の保全に特に寄与すると

認めたものとする。 
 

表２-２ 公開空地の有効係数 

【略】 
 

第２編第３章運用基準 

 【略】 

(※４) 現況の樹林を保存し、緑の環境をつくり育てる条例第８条に基づく緑地の保存等に関する協定

の中で自然緑地として位置付けられたもののうち、市長が地域の緑環境の保全に特に寄与すると

認めたものとする。 
 

第２図 公開空地の一般例（数字は公開空地の有効係数を示す） 

【以下略】 

図２-１ 公開空地の一般例（数字は公開空地の有効係数を示す） 

【以下略】 
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旧 新 

第２編 第４章 第２編 第４章 

第４章 公開空地に準ずる空地等 

以下の空地等を設けることにより、市街地環境の整備向上に寄与するものと認められる場合は、次

の基準によりその貢献度に応じて有効公開空地面積に加えることができる。 
 
１ 商業系地域における屋上緑地等 

（１）商業系地域において、絶対高さ制限を超えない屋上部分に、修景やヒートアイランド対策を目的

とした緑地を適切に設けた場合は、その面積に 0.3（鶴見区、神奈川区、西区、中区又は南区の商

業地域においては 0.6）を乗じた数値を有効公開空地面積に加えることができる。ただし、必要有

効公開空地面積率の２分の１を限度とする。 

 

 

 

 

 

【略】 

２ 防火水槽 

第１編第４章２（２）アにより設置を要する防火水槽のうち、その規模を 100㎥以上としたものに

ついては、原則として必要有効公開空地面積率の５％を限度として、１㎥当たり１㎡（防火水槽の設

置が特に必要な地域については 1.5㎡）を有効公開空地面積に加えることができる。 

 

 

３ 公共用自転車駐車場等 

駅周辺等の放置駐輪が多く発生している地域（自転車等放置禁止区域等）において、区役所等と協

議の上、公共用自転車駐車場を適切に設けた場合、又は横浜都心部エリア（関内・山下町地区を中心

とした区域等）において、道路局と協議の上、シェアサイクル（※）のサイクルポート（自転車の貸

出・返却拠点）を適切に設けた場合は、当該施設の面積相当分を有効公開空地面積に加えることがで

きる。ただし、必要有効公開空地面積率の２分の１を限度とする。また、景観等に十分配慮した形態

とすること。 

なお、当該施設は、原則として一般的青空公開空地に設けるものとし、屋根がない形態とするこ

と。 

  （※）従来型のレンタサイクルと異なり、一定のエリアに複数のサイクルポートを設置し、短時

間利用の場合は安価な価格設定とし、長時間の連続利用は利用料金を割高とすることなどに

より、放置自転車を発生させない仕組みとしているもの。また、統一されたデザインの自転

車を使用するなど景観に配慮したもの。  

 

 

 

 

 

第４章 公開空地に準ずる空地等 

以下の空地等を設けることにより、市街地環境の整備向上に寄与するものと認められる場合は、次

の基準によりその貢献度に応じて有効公開空地面積に加えることができる。 
 
１ 商業系地域における屋上緑地等 

（１）商業系地域において、絶対高さ制限を超えない屋上部分に、修景やヒートアイランド対策を目的

とした緑地を適切に設けた場合は、その面積に表２-３の係数を乗じた数値を有効公開空地面積に

加えることができる。ただし、必要有効公開空地面積率の２分の１を限度とする。 

表２-３ 

 

 

 

 

 

【略】 

２ 防火水槽 

第１編第４章２（２）アにより設置を要する防火水槽のうち、その規模を 100㎥以上としたものに

ついては、消防局と協議の上、原則として必要有効公開空地面積率のうち５％を限度として、１㎥当

たり１㎡（防火水槽の設置が特に必要な地域については 1.5 ㎡）を有効公開空地面積に加えること

ができる。 

 

３ 公共用自転車駐車場等 

次のいずれかに該当する施設については、当該施設の面積相当分を有効公開空地面積に加える 

ことができる。ただし、必要有効公開空地面積率の２分の１を限度とする。また、景観等に十分 

配慮した形態とすること。 

なお、当該施設は、原則として一般的青空公開空地に設けるものとし、屋根がない形態とするこ

と。 

（１）駅周辺等の放置駐輪が多く発生している地域等で、公共用自転車駐車場の整備が必要な地域に

おいては、道路・交通政策局、区役所等と協議の上、適切に設けた公共用自転車駐車場 

（２）横浜市と民間事業者が公民連携により実施するシェアサイクル事業の展開エリアにおいて、道

路・交通政策局と協議の上、適切に設けたシェアサイクル（※１）のサイクルポート（自転車の貸

出・返却拠点） 

 

第２編第４章運用基準 

(※１) 従来型のレンタサイクルと異なり、一定のエリアに複数のサイクルポートを設置し、短時

間利用の場合は安価な価格設定とし、長時間の連続利用は利用料金を割高とすることなどに

より、放置自転車を発生させない仕組みとしているもの。また、統一されたデザインの自転

車を使用するなど景観に配慮したもの。 
 

適用エリア 係数 

鶴見区、神奈川区、西区、中区又は南区の

商業地域 
0.6 

上記以外 0.3 
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旧 新 

 第３編 第１章 

第３編 地域ごとの緩和基準                               

【略】 

第１章 都心地域（関内・横浜駅周辺、新横浜駅周辺の商業地域） 

【略】 

２ 必要要件 

【略】 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

前面道路の幅員が８ｍ以上であり、８ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続してお

り、かつ、敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に主要な

出入口（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

ただし、前面道路が幅員８ｍ以上の道路に至るまで６ｍ以上の幅員を有し、交通上、安

全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に当該道路に接する敷地の部分を歩道状に

整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの限りではない。（※２） 

 

【略】 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、第３表により緩和する。 

ただし、住宅等のみの計画については緩和しない。 

なお、住宅等を含む計画について、割増容積率は、住居の用に供する部分（附属車庫等

を含む）以外の容積率相当分を上限とする。 

第３表 割増容積率と有効公開空地面積率  

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ 230％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ 200％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ 150％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

 

 

 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和                            

次の基準を満たすものについて緩和する。（※３） 

 

ア 第４表に掲げる有効公開空地面積率を確保すること。（※４） 

第４表 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

【略】 

イ 周辺に住居系地域がある場合、第５表に掲げる斜線制限に適合すること。 

第５表 周辺配慮斜線制限（※６） 

【以下略】 

第３編 地域ごとの緩和基準【容積率】【高さ】                        

【略】 

第１章 都心地域（関内・横浜駅周辺、新横浜駅周辺の商業地域） 

【略】 

２ 必要要件 

【略】 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

建築物の敷地は、幅員８ｍ以上の前面道路（幅員８ｍ以上の道路に有効に接続してい 

るものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分に主 

要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

ただし、前面道路及び前面道路から幅員８ｍ以上の道路に至る道路の幅員が６ｍ以 

上であり、交通上、安全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に前面道路に接す 

る敷地の部分を歩道状に整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの限 

りではない。（※２） 

【略】 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、表３-１により緩和する。た

だし、住宅等のみの計画については緩和しない。 

なお、住宅等を含む計画について、割増容積率は、住居の用に供する部分（附属車庫等

を含む）以外の容積率相当分を上限とする。 

表３-１ 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 230％ 250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 200％ 220％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 150％ 170％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和 

次の基準を満たすものについて緩和する。（※３） 

ア 表３-２に掲げる有効公開空地面積率を確保すること。（※４） 

  なお、緩和限界は75ｍとする。 

表３-２ 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

【略】 

イ 周辺に住居系地域がある場合、表３-３に掲げる斜線制限に適合すること。 

表３-３ 周辺配慮斜線制限（※６） 

【以下略】 
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第３編 第２章 第３編 第２章 

第２章 都心地域以外の商業系地域 

【略】 

２ 必要要件 

【略】 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

前面道路の幅員が８ｍ以上であり、８ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続してお

り、かつ、敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に主要な

出入口（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

ただし、前面道路が幅員８ｍ以上の道路に至るまで６ｍ以上の幅員を有し、交通上、安

全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に当該道路に接する敷地の部分を歩道状に

整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの限りではない。 

（※２） 

【略】 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増                         

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、第６表により緩和する。ただ

し、住宅等のみの計画については緩和しない。 

なお、住宅等を含む計画にあっては、割増容積率は住居の用に供する部分（附属車庫等

を含む）以外の容積率相当分を上限とする。 

第６表 割増容積率と有効公開空地面積率                   

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ 230％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ 200％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ 150％ 

100％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ 100％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

 

 

 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和                           

【略】 

イ 高度地区ごとに第７表に掲げる有効公開空地面積率を確保すること。（※５） 

第７表 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

 

 

【略】 

ウ 周辺に住居系地域がある場合、原則として、第８表に掲げる斜線制限に適合すること。

（※７） 

第８表 周辺配慮斜線制限（※８） 

【以下略】 

第２章 都心地域以外の商業系地域 

【略】 

２ 必要要件 

【略】 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

建築物の敷地は、幅員８ｍ以上の前面道路（幅員８ｍ以上の道路に有効に接続してい 

るものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分に主 

要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

ただし、前面道路及び前面道路から幅員８ｍ以上の道路に至る道路の幅員が６ｍ以 

上であり、交通上、安全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に前面道路に接す 

る敷地の部分を歩道状に整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの限 

りではない。（※２） 

【略】 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、表３-４により緩和する。た

だし、住宅等のみの計画については緩和しない。 

なお、住宅等を含む計画にあっては、割増容積率は住居の用に供する部分（附属車庫等

を含む）以外の容積率相当分を上限とする。 

表３-４ 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 230％ 250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 200％ 220％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 150％ 170％ 

150％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 100％ 120％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和 

【略】 

イ 高度地区ごとに表３-５に掲げる有効公開空地面積率を確保すること。（※５） 

  なお、緩和限界は、第５種高度地区において45ｍ、第６種高度地区において60ｍ、第

７種高度地区において、75ｍとする。 

表３-５ 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

【略】 

ウ 周辺に住居系地域がある場合、原則として、表３-６に掲げる斜線制限に適合するこ

と。（※７） 

表３-６ 周辺配慮斜線制限（※８） 

【以下略】 
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 第３編 第３章 

第３章 工業地（工業系地域） 

【略】 

２ 必要要件 

【略】 

（２）空地率 

第９表の空地率を確保すること。 

    第９表 必要空地率 

基準建蔽率（Co）（※２） 必要空地率 

55％ ＜Co≦ 100％ （100％－Co）＋20％以上 

50％ ＜Co≦  55％ 65％以上 

         Co≦ 50％ （100％－Co）＋15％以上 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

前面道路の幅員が８ｍ以上であり、８ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続して 

おり、かつ、敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に主要

な出入口（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

ただし、前面道路が幅員８ｍ以上の道路に至るまで６ｍ以上の幅員を有し、交通上、安

全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に当該道路に接する敷地の部分を歩 

道状に整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの限りではない。 

（※３） 

【略】 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、第 10 表により緩和する。た

だし、住宅等を含む計画については、原則として緩和しない。 

    第10表 割増容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ 200％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ 150％ 

100％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ 100％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

 

 

 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和 

次の基準を満たすものについて緩和する。（※４）ただし、工業地域における住宅等を

含む計画にあっては、原則として緩和しない。 

 

ア 高度地区ごとに、第 11 表に掲げる有効公開空地面積率を確保すること。（※５） 

第11表 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

 

 

【略】 

第３章 工業地（工業系地域） 

【略】 

２ 必要要件 

【略】 

（２）空地率 

表３-７の空地率を確保すること。 

表３-７ 必要空地率 

基準建蔽率（Co）（※２） 必要空地率 

55％ ＜Co≦ 100％ （100％－Co）＋20％以上 

50％ ＜Co≦  55％ 65％以上 

         Co≦ 50％ （100％－Co）＋15％以上 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

建築物の敷地は、幅員８ｍ以上の前面道路（幅員８ｍ以上の道路に有効に接続してい 

るものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分に主 

要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

ただし、前面道路及び前面道路から幅員８ｍ以上の道路に至る道路の幅員が６ｍ以上で

あり、交通上、安全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に前面道路に接する敷地

の部分を歩道状に整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの限りではな

い。（※３） 

【略】 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、表３-８により緩和する。た

だし、住宅等を含む計画については、原則として緩和しない。 

表３-８ 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 200％ 220％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 150％ 170％ 

150％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 100％ 120％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和 

次の基準を満たすものについて緩和する。（※４）ただし、工業地域における住宅等を

含む計画にあっては、原則として緩和しない。 

ア 高度地区ごとに、表３-９に掲げる有効公開空地面積率を確保すること。（※５） 

  なお、緩和限界は、第５種高度地区（準工業地域）において、住宅等を含む計画の場

合は 31ｍ、住宅等を含まない計画の場合は 45ｍ、第５種高度地区（工業地域）及び第

７種高度地区において、75ｍとする。 

表３-９ 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

【略】 
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イ 第12表に掲げる斜線制限に適合していること。 

    第12表 周辺配慮斜線制限（※７） 

【以下略】 

イ 表３-10に掲げる斜線制限に適合していること。 

表３-10 周辺配慮斜線制限（※７） 

【以下略】 

 

第３編第３章運用基準 

(※１) 工業地域における住宅等を含む計画に対する緩和は、都市計画上支障がない場合（用途地域の

変更が予定されている場合など）、工業の利便に資する施設であると認められる場合（近接の研

究所・工場の従業員用寄宿舎等の場合など）、又は第４編第３章を適用する建築物で、周辺の工場

立地状況及び工業の操業環境に十分配慮し、地域のまちづくりに積極的に貢献するものと認めら

れる場合（横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に関する要綱及

び要領により待機児童対策重点地域として位置づけられた地域で、緑化によるバッファーゾーン

の設置等周辺工場の操業環境に十分配慮し、保育施設等を導入する場合）に限り適用する。 

【以下略】 
 

 

第３編第３章運用基準 

(※１) 工業地域における住宅等を含む計画に対する緩和は、都市計画上支障がない場合（用途地域の

変更が予定されている場合など）、工業の利便に資する施設であると認められる場合（近接の研

究所・工場の従業員用寄宿舎等の場合など）、又は第４編第３章を適用する建築物で、周辺の工場

立地状況及び工業の操業環境に十分配慮し、地域のまちづくりに積極的に貢献するものと認めら

れる場合（横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に関する要綱及

び要領により待機児童対策重点地域として位置付けられた地域で、緑化によるバッファーゾーン

の設置等周辺工場の操業環境に十分配慮し、保育施設等を導入する場合）に限り適用する。 

【以下略】 
 

第３編 第４章 第３編 第４章 

第４章 住宅地（住居系地域） 

【略】 

２ 必要要件 

（１）敷地規模  

第 13 表の敷地規模を有すること。 

第 13 表 必要敷地規模 

【略】 

（２）空地率   

第 14 表の空地率を確保すること。   

第 14 表 必要空地率 

【略】 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

前面道路の幅員が６ｍ以上であり、６ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続してお

り、かつ、敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に主要な

出入口（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

ただし、高度地区（最高限）制限のみの緩和の場合に限り、周囲の状況により、交通上、

安全上支障がなく、かつ、周辺環境の維持向上に寄与するものについては、接続する道路

の幅員を 5.5ｍ以上とすることができる。 

 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

児童福祉施設などの地域の生活利便の向上等に寄与する公益的施設を有する建築物で、

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、第 15 表により緩和する。 

ただし、割増容積率は当該施設の用に供する部分の容積率相当分を上限とする。 

第 15 表 割増容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

100％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ 100％ 

Vo＜100％ Ｖ＝Vo×Ａ／100 Vo 

第４章 住宅地（住居系地域） 

【略】 

２ 必要要件 

（１）敷地規模  

表３-11 の敷地規模を有すること。 

表３-11 必要敷地規模 

【略】 

（２）空地率   

表３-12 の空地率を確保すること。   

表３-12 必要空地率 

【略】 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

建築物の敷地は、幅員６ｍ以上の前面道路（幅員６ｍ以上の道路に有効に接続して

いるものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分

に主要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

ただし、高度地区（最高限）制限のみの緩和の場合に限り、周囲の状況により、交

通上、安全上支障がなく、かつ、周辺環境の維持向上に寄与するものについては、接

続する道路の幅員を5.5ｍ以上とすることができる。 

【略】 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

児童福祉施設などの地域の生活利便の向上等に寄与する公益的施設を有する建築物で、

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、表３-13 により緩和する。 

ただし、割増容積率は当該施設の用に供する部分の容積率相当分を上限とする。 

表３-13 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

150％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 100％ 120％ 
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    Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

 

 

 

 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和 

【略】 

イ 高度地区ごとに、第 16 表に掲げる有効公開空地面積率を確保すること。（※５） 

第 16 表 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

 

 

ウ 第 17 表に掲げる斜線制限に適合していること。 

第 17 表 周辺配慮斜線制限（※６） 

【以下略】 

高さ 必要有効公開空地面積率 

第３種 第４種 

15m＜Ｈ≦20m １５％以上 ― 

20m＜Ｈ≦31m ２０％以上 １５％以上 

緩和限界 ３１ｍ ３１ｍ 

100％≦Vo＜150％ ＋Ｂ＋Ｃ 120％かつ Vo 

    Vo＜100％ Ｖ＝Vo×Ａ／100 ＋Ｂ＋Ｃ Vo Vo 

  Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和 

【略】 

イ 高度地区ごとに、表３-14 に掲げる有効公開空地面積率を確保すること。（※５） 

  なお、緩和限界は 31ｍとする。 

表３-14 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

 

 

 

 

 

ウ 表３-15 に掲げる斜線制限に適合していること。 

表３-15 周辺配慮斜線制限（※６） 

【以下略】 

高さ 
必要有効公開空地面積率 

第３種 第４種 

15m＜Ｈ≦20m １５％以上 ― 

20m＜Ｈ≦31m ２０％以上 １５％以上 

第４編 第１章 第４編 第１章 

第４編 特定エリアにおける緩和基準                            

 

第１章 横浜都心機能誘導地区 

 

１ 関内駅周辺 

【略】 

（２）必要要件 

【略】 

ウ 前面道路の幅員及び接道長さ 

(ア) 容積率の割増を適用する場合 

前面道路の幅員が８ｍ以上であり、８ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続して

おり、かつ、敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に

主要な出入口（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

ただし、前面道路が幅員８ｍ以上の道路に至るまで６ｍ以上の幅員を有し、交通上、

安全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に当該道路に接する敷地の部分を歩

道状に整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの限りではない。（※

２） 

(イ) 高度地区（最高限）制限の緩和を適用する場合 

前面道路の幅員が６ｍ以上であり、６ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続して

おり、かつ、敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に

主要な出入口（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

【略】 

（３）緩和基準 

ア 誘導用途併設型 

第４編 特定のエリア・対象における緩和基準【容積率】【高さ】【住宅等容積率】          

 

第１章 横浜都心機能誘導地区 

 

１ 関内駅周辺 

【略】 

（２）必要要件 

【略】 

ウ 前面道路の幅員及び接道長さ 

(ア) 容積率の割増を適用する場合 

建築物の敷地は、幅員８ｍ以上の前面道路（幅員８ｍ以上の道路に有効に接続して

いるものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分

に主要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

ただし、前面道路及び前面道路から幅員８ｍ以上の道路に至る道路の幅員が６ｍ以

上であり、交通上、安全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に前面道路に接

する敷地の部分を歩道状に整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの

限りではない。（※２） 

(イ) 高度地区（最高限）制限の緩和を適用する場合 

建築物の敷地は、幅員６ｍ以上の前面道路（幅員６ｍ以上の道路に有効に接続して

いるものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分

に主要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

【略】 

（３）緩和基準 

ア 誘導用途併設型 
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【略】 

(イ) 容積率の割増 

有効公開空地面積率が 15％以上確保された計画について、第 18 表により緩和する。

ただし、容積率の割増は誘導用途に供する部分（※６）に限る。 

 

第 18 表 割増容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ 230％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ 200％ 

    Ａ：有効公開空地面積率 Ａ≧15％ 

 

 

 

 

(ウ) 高度地区（最高限）制限の緩和 

誘導用途の導入量及び有効公開空地面積率に応じ、第 19 表により緩和する(※７)。

ただし、関内地区都市景観形成ガイドラインの適用区域にあって、当指針で第 19 表よ

り低い最高高さが定められている場合については、その高さを上限とし緩和する。 

なお、容積率の割増を同時に行う場合に必要な有効公開空地面積率は、容積率の割

増に必要な有効公開空地面積率に５％を加えた数値以上とする。 

第 19 表 絶対高さ制限の緩和と誘導用途導入量・必要有効公開空地面積率 

高さ 必要誘導用途容積率（※６） 必要有効公開空地面積率 

31ｍ＜Ｈ≦45ｍ 50％以上 歩道状公開空地整備(※８) 

45ｍ＜Ｈ≦60ｍ 100％以上 15％以上 

60ｍ＜Ｈ≦75ｍ 150％以上 20％以上 

イ 誘導用途主体型 

（１）イ(イ)に該当する建築物については、次の基準により緩和する。（※９） 

(ア) 容積率の割増 

次の基準により緩和する。 

ａ 有効公開空地面積率が 15％以上確保された計画について、第 20 表により緩和す

る。 

第 20 表 割増容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ 230％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ 200％ 

Ａ：有効公開空地面積率 Ａ≧15％ 

 

 

 

 

ｂ 誘導用途に供する部分のうち廊下、階段等の共用部分相当（※10）については、

100％を上限とし、ａによらず緩和することができる。ただし、ａ及びｂによる割増

容積率の合計は、第 20 表ウの値を上限とする。 

【略】 

(イ) 容積率の割増 

有効公開空地面積率が 15％以上確保された計画について、表４-１により緩和する。

ただし、容積率の割増は誘導用途に供する部分（※６）に限る。 

 

表４-１ 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 230％ 250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 200％ 220％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 150％ 170％ 

  Ａ：有効公開空地面積率 Ａ≧15％ 

  Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

(ウ) 高度地区（最高限）制限の緩和 

誘導用途の導入量及び有効公開空地面積率に応じ、表４-２により緩和する(※７)。

ただし、関内地区都市景観形成ガイドラインの適用区域にあって、当指針で表４-２よ

り低い最高高さが定められている場合については、その高さを上限とし緩和する。 

なお、容積率の割増を同時に行う場合に必要な有効公開空地面積率は、容積率の割

増に必要な有効公開空地面積率に５％を加えた数値以上とする。 

表４-２ 絶対高さ制限の緩和と誘導用途導入量・必要有効公開空地面積率 

高さ 必要誘導用途容積率（※６） 必要有効公開空地面積率 

31ｍ＜Ｈ≦45ｍ 50％以上 歩道状公開空地整備(※８) 

45ｍ＜Ｈ≦60ｍ 100％以上 15％以上 

60ｍ＜Ｈ≦75ｍ 150％以上 20％以上 

イ 誘導用途主体型 

（１）イ(イ)に該当する建築物については、次の基準により緩和する。（※９） 

(ア) 容積率の割増 

次の基準により緩和する。 

ａ 有効公開空地面積率が 15％以上確保された計画について、表４-３により緩和す

る。 

表４-３ 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 230％ 250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 200％ 220％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 150％ 170％ 

Ａ：有効公開空地面積率 Ａ≧15％ 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

ｂ 誘導用途に供する部分のうち廊下、階段等の共用部分相当（※10）については、

100％を上限とし、ａによらず緩和することができる。ただし、ａ及びｂによる割増

容積率の合計は、表４-３ウの値を上限とする。 
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(イ) 高度地区（最高限）制限の緩和 

有効公開空地面積率に応じ、第 21 表により緩和する（※７）。ただし、関内地区都

市景観形成ガイドラインの適用区域にあって、当指針で第 21 表より低い最高高さが定

められている場合については、その高さを上限とし緩和する。 

なお、容積率の割増を同時に行う場合に必要な有効公開空地面積率は、容積率の割

増に必要な有効公開空地面積率に５％を加えた数値以上とする。ただし､(ア)ｂのみの

適用の場合は第 21 表により緩和する。 

第 21 表 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率  

【略】 

ウ その他の取扱い 

(ア) 都心機能誘導地区条例の施行日以前の建築物の建替え 

都心機能誘導地区条例の施行日又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又

は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地で、住宅等容

積率制限が既存不適格となっている建築物を建て替える計画については、ア誘導用途

併設型の基準により緩和を行う。 

ただし、良好な住宅ストックの形成に資するもので、市長が都心機能を害するおそ

れがないと認めた場合は、次の基準により緩和することができる。 

ａ 住宅等容積率制限の加算（横浜都心機能誘導地区建築条例第４条第２号） 

基準時における住宅等の用途に供する部分の容積率相当分を上限とし、加算する。 

ｂ 高度地区（最高限）制限の緩和 

原則として建替え前の高さかつ 75ｍを上限に緩和する。なお、原則として、第 19

表による必要有効公開空地面積率を確保するものとする。また、 (２)ウ(イ)の規定

は敷地の状況により適用しないことができる。 

【以下略】 

(イ) 高度地区（最高限）制限の緩和 

有効公開空地面積率に応じ、表４-４により緩和する（※７）。ただし、関内地区都

市景観形成ガイドラインの適用区域にあって、当指針で表４-４より低い最高高さが定

められている場合については、その高さを上限とし緩和する。 

なお、容積率の割増を同時に行う場合に必要な有効公開空地面積率は、容積率の割

増に必要な有効公開空地面積率に５％を加えた数値以上とする。ただし､(ア)ｂのみの

適用の場合は表４-４により緩和する。 

表４-４ 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

【略】 

ウ その他の取扱い 

(ア) 都心機能誘導地区条例の施行日以前の建築物の建替え 

都心機能誘導地区条例の施行日又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又

は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地で、住宅等容

積率制限が既存不適格となっている建築物を建て替える計画については、｢ア 誘導用

途併設型｣の基準により緩和を行う。 

ただし、良好な住宅ストックの形成に資するもので、市長が都心機能を害するおそ

れがないと認めた場合は、次の基準により緩和することができる。 

ａ 住宅等容積率制限の加算（横浜都心機能誘導地区建築条例第４条第２号） 

基準時における住宅等の用途に供する部分の容積率相当分を上限とし、加算する。 

ｂ 高度地区（最高限）制限の緩和 

原則として建替え前の高さかつ 75ｍを上限に緩和する。なお、原則として、表４

-２による必要有効公開空地面積率を確保するものとする。また、 (２)ウ(イ)の規

定は敷地の状況により適用しないことができる。 

【以下略】 

２ 横浜駅周辺 

【略】 

（２）必要要件 

【略】 

ウ 前面道路の幅員及び接道長さ 

(ア) 容積率の割増を適用する場合 

前面道路の幅員が８ｍ以上であり、８ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続して

おり、かつ、敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に

主要な出入口（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

ただし、前面道路が幅員８ｍ以上の道路に至るまで６ｍ以上の幅員を有し、交通上、

安全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に当該道路に接する敷地の部分を歩

道状に整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの限りではない。（※２） 

 

(イ) 高度地区（最高限）制限の緩和を適用する場合 

前面道路の幅員が６ｍ以上であり、６ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続して

おり、かつ、敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に

主要な出入口（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

【略】 

（３）緩和基準 

ア 誘導用途併設型 

２ 横浜駅周辺 

【略】 

（２）必要要件 

【略】 

ウ 前面道路の幅員及び接道長さ 

(ア) 容積率の割増を適用する場合 

建築物の敷地は、幅員８ｍ以上の前面道路（幅員８ｍ以上の道路に有効に接続して

いるものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分に

主要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

ただし、前面道路及び前面道路から幅員８ｍ以上の道路に至る道路の幅員が６ｍ以

上であり、交通上、安全上支障がなく、かつ、所要の公開空地とは別に前面道路に接

する敷地の部分を歩道状に整備し、この部分を含め幅員を８ｍ以上とした場合はこの

限りではない。（※２） 

(イ) 高度地区（最高限）制限の緩和を適用する場合 

建築物の敷地は、幅員６ｍ以上の前面道路（幅員６ｍ以上の道路に有効に接続して

いるものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分に

主要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

【略】 

（３）緩和基準 

ア 誘導用途併設型 
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【略】 

(イ) 容積率の割増 

有効公開空地面積率が 15％以上確保された計画について、第 18 の２表により緩和

する。ただし、容積率の割増は誘導用途に供する部分（※６）に限る。 

 

第 18 の２表 割増容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ 230％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ 200％ 

     Ａ：有効公開空地面積率 Ａ≧15％ 

 

 

 

(ウ) 高度地区（最高限）制限の緩和                      

誘導用途の導入量及び有効公開空地面積率に応じ、第 19 の２表により緩和する。

（※７） 

なお、容積率の割増を同時に行う場合に必要な有効公開空地面積率は、容積率の割

増に必要な有効公開空地面積率に５％を加えた数値以上とする。 

第 19 の２表 絶対高さ制限の緩和と誘導用途導入量・必要有効公開空地面積率 

高さ 必要誘導用途容積率（※６） 必要有効公開空地面積率 

31ｍ＜Ｈ≦45ｍ 50％以上 歩道状公開空地整備(※８) 

45ｍ＜Ｈ≦60ｍ 100％以上 15％以上 

60ｍ＜Ｈ≦75ｍ 150％以上 20％以上 

イ 誘導用途主体型 

（１）イ(イ)に該当する建築物については、次の基準により緩和する。（※９） 

(ア) 容積率の割増 

次の基準により緩和する。 

ａ 有効公開空地面積率が 15％以上確保された計画について、第 20 の２表により緩

和する。 

第 20 の２表 割増容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ 250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ 200％ 

      Ａ：有効公開空地面積率 Ａ≧15％ 

 

 

 

ｂ 誘導用途に供する部分のうち廊下、階段等の共用部分相当（※10）については、

100％を上限とし、ａによらず緩和することができる。ただし、ａ及びｂによる割増

容積率の合計は、第 20 の２表ウの値を上限とする。 

(イ) 高度地区（最高限）制限の緩和 

有効公開空地面積率に応じ、第 21 の２表により緩和する。（※７） 

なお、容積率の割増を同時に行う場合に必要な有効公開空地面積率は、容積率の割

【略】 

(イ) 容積率の割増 

有効公開空地面積率が 15％以上確保された計画について、表４-５により緩和する。

ただし、容積率の割増は誘導用途に供する部分（※６）に限る。 

 表４-５ 緩和容積率と有効公開空地面積率  

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 230％ 250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 200％ 220％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 150％ 170％ 

Ａ：有効公開空地面積率 Ａ≧15％ 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

(ウ) 高度地区（最高限）制限の緩和 

誘導用途の導入量及び有効公開空地面積率に応じ、表４-６により緩和する。（※７） 

なお、容積率の割増を同時に行う場合に必要な有効公開空地面積率は、容積率の割

増に必要な有効公開空地面積率に５％を加えた数値以上とする。 

表４-６ 絶対高さ制限の緩和と誘導用途導入量・必要有効公開空地面積率 

高さ 必要誘導用途容積率（※６） 必要有効公開空地面積率 

31ｍ＜Ｈ≦45ｍ 50％以上 歩道状公開空地整備(※８) 

45ｍ＜Ｈ≦60ｍ 100％以上 15％以上 

60ｍ＜Ｈ≦75ｍ 150％以上 20％以上 

イ 誘導用途主体型 

（１）イ(イ)に該当する建築物については、次の基準により緩和する。（※９） 

(ア) 容積率の割増 

次の基準により緩和する。 

ａ 有効公開空地面積率が 15％以上確保された計画について、表４-７により緩和す

る。 

表４-７ 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 230％ 250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 200％ 220％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 150％ 170％ 

Ａ：有効公開空地面積率 Ａ≧15％ 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

ｂ 誘導用途に供する部分のうち廊下、階段等の共用部分相当（※10）については、

100％を上限とし、ａによらず緩和することができる。ただし、ａ及びｂによる割増

容積率の合計は、表４-７ウの値を上限とする。 

(イ) 高度地区（最高限）制限の緩和 

有効公開空地面積率に応じ、表４-８により緩和する。（※７） 

なお、容積率の割増を同時に行う場合に必要な有効公開空地面積率は、容積率の割
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増に必要な有効公開空地面積率に５％を加えた数値以上とする。ただし、(ア)b のみ

の適用の場合は第 21 の２表により緩和する。 

第 21 の２表 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率  

高さ 必要有効公開空地面積率 

31ｍ＜Ｈ≦45ｍ 歩道状公開空地整備(※８) 

45ｍ＜Ｈ≦60ｍ 10％以上 

60ｍ＜Ｈ≦75ｍ 15％以上 

ウ その他の取扱い 

(ア) 都心機能誘導地区条例の施行日以前の建築物の建替え 

都心機能誘導地区条例の施行日又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又

は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地で、住宅等容

積率制限が既存不適格となっている建築物を建て替える計画については、ア誘導用途

併設型の基準により緩和を行う。 

ただし、良好な住宅ストックの形成に資するもので、市長が都心機能を害するおそ

れがないと認めた場合は、次の基準により緩和することができる。 

ａ 住宅等容積率制限の加算（横浜都心機能誘導地区建築条例第４条第２号） 

基準時における住宅等の用途に供する部分の容積率相当分を上限とし、加算する。 

ｂ 高度地区（最高限）制限の緩和 

原則として建替え前の高さかつ 75ｍを上限に緩和する。なお、原則として、第 19

の２表による必要有効公開空地面積率を確保するものとする。また、(２)ウ(イ)の

規定は敷地の状況により適用しないことができる。 

【略】 

（４）公開空地及び特定施設の取扱い 

【略】 

イ ガイドライン検討会において「まちづくり貢献」の取組として認められたものの取扱い 

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会において、「まちづくり貢献」の取組として認め

られたもので、「公開空地」や「特定施設」の趣旨に適合したものについては、その貢献度合い

に応じた評価を行うものとする。 

・「公開空地」として評価できるものの例：ターミナルコアの整備、デッキネットワークの整備 

・「特定施設」として評価できるものの例：雨水貯留施設の設置、共同荷捌きスペースの設    

                                      置 

増に必要な有効公開空地面積率に５％を加えた数値以上とする。ただし、(ア)b のみ

の適用の場合は表４-８により緩和する。 

表４-８ 絶対高さ制限の緩和と必要有効公開空地面積率 

高さ 必要有効公開空地面積率 

31ｍ＜Ｈ≦45ｍ 歩道状公開空地整備(※８) 

45ｍ＜Ｈ≦60ｍ 10％以上 

60ｍ＜Ｈ≦75ｍ 15％以上 

ウ その他の取扱い 

(ア) 都心機能誘導地区条例の施行日以前の建築物の建替え 

都心機能誘導地区条例の施行日又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又

は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地で、住宅等容

積率制限が既存不適格となっている建築物を建て替える計画については、「ア 誘導用

途併設型」の基準により緩和を行う。 

ただし、良好な住宅ストックの形成に資するもので、市長が都心機能を害するおそ

れがないと認めた場合は、次の基準により緩和することができる。 

ａ 住宅等容積率制限の加算（横浜都心機能誘導地区建築条例第４条第２号） 

基準時における住宅等の用途に供する部分の容積率相当分を上限とし、加算する。 

ｂ 高度地区（最高限）制限の緩和 

原則として建替え前の高さかつ 75ｍを上限に緩和する。なお、原則として、表４

-６による必要有効公開空地面積率を確保するものとする。また、(２)ウ(イ)の規定

は敷地の状況により適用しないことができる。 

【略】 

（４）公開空地及び特定施設の取扱い 

【略】 

イ ガイドライン検討会において「まちづくり貢献」の取組として認められたものの取扱い 

エキサイトよこはま２２ガイドライン検討会において、「まちづくり貢献」の取組として認め

られたもので、「公開空地」や「特定施設」の趣旨に適合したものについては、その貢献度合い

に応じた評価を行うものとする。 

・「公開空地」として評価：（例）ターミナルコアの整備、デッキネットワークの整備など 

・「特定施設」として評価：（例）雨水貯留施設の設置、共同荷捌きスペースの設置など 
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 第４編 第２章 

第２章 みなとみらい２１中央地区 

【略】 

１ 適用区域、適用対象及び用語の定義 

【略】 

（３）用語の定義 

ア ペデストリアンウェイ 

基本協定に位置づけられた、連続した歩行者空間とその付属物 

【略】 

３ 緩和基準（容積率の割増） 

有効公開空地面積率が20％以上確保された計画について、第22表により緩和する。ただし、

住宅等を含む計画について、割増容積率は、住居の用に供する部分（附属車庫等を含む）以

外の容積率相当分を上限とする。 

第 22 表 割増容積率と有効公開空地面積率  

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

400％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ 250％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

 

 

 

４ 公開空地の基準 

  公開空地は、第２編第１章の公開空地の定義に適合するもので、その利用目的にあった材

質及び植栽で整備し、その環境を将来にわたって維持するものとし、かつ、計画内容に応じ

た維持管理を担保していく誓約書を結ぶものとする。 
【略】 

（２）公開空地に準ずる空地等 

ア 屋上緑化 

屋上部分に適切な緑化がなされ、修景効果があると認められる場合は、その面積に0.6

を乗じた数値を有効公開空地面積に加えることができる。 

イ シェアサイクルのサイクルポート 

道路局と協議の上、シェアサイクル（※２）のサイクルポート（自転車の貸出・返却

拠点）を適切に設けた場合は、当該施設の面積相当分を有効公開空地面積に加えること

ができる。ただし、必要有効公開空地面積率の２分の１を限度とする。 

（３）公開空地の有効面積の算定 

ア 有効係数 

公開空地の有効係数は、第23表に掲げる利用形態に応じた数値とする。 

イ 有効面積の算定 

有効公開空地面積は第23表の有効係数に公開空地面積を乗じた数値の合計とする。 

 

第２章 みなとみらい２１中央地区 

【略】 

１ 適用区域、適用対象及び用語の定義 

【略】 

（３）用語の定義 

ア ペデストリアンウェイ 

基本協定に位置付けられた、連続した歩行者空間とその付属物 

【略】 

３ 緩和基準（容積率の割増） 

有効公開空地面積率が20％以上確保された計画について、表４-９により緩和する。ただ

し、住宅等を含む計画について、割増容積率は、住居の用に供する部分（附属車庫等を含む）

以外の容積率相当分を上限とする。 

表４-９ 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

400％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 250％ 250％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

４ 公開空地の基準 

  公開空地は、第２編第１章の公開空地の定義に適合するもので、その利用目的にあった材

質及び植栽で整備し、その環境を将来にわたって維持するものとする。 
 

【略】 

（２）公開空地に準ずる空地等 

ア 屋上緑化 

屋上部分に適切な緑化がなされ、修景効果があると認められる場合は、その面積に0.6

を乗じた数値を有効公開空地面積に加えることができる。 

イ シェアサイクルのサイクルポート 

道路・交通政策局と協議の上、シェアサイクル（※２）のサイクルポート（自転車の貸

出・返却拠点）を適切に設けた場合は、当該施設の面積相当分を有効公開空地面積に加

えることができる。ただし、必要有効公開空地面積率の２分の１を限度とする。 

（３）公開空地の有効面積の算定 

ア 有効係数 

公開空地の有効係数は、表４-10に掲げる利用形態に応じた数値とする。 

イ 有効面積の算定 

有効公開空地面積は表４-10の有効係数に公開空地面積を乗じた数値の合計とする。 
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第23表 みなとみらい２１中央地区における公開空地及び公開空地に準ずる空地の有効係数 

種別 利用形態 有効係数 

ア ペデストリアンウェ

イの用に供する公開

空地 

・幅員４ｍ以上かつ協定幅員まで 

・ペデストリアンウェイを内部空間とする場合は、原

則として天井高12ｍ以上かつ幅員４ｍ以上で空調を

行う 

２．０ 

イ 基本協定第7条４項

による外壁後退 

・けやき通り（ＭＭ３号線）沿い  ４ｍ 

・いちょう通り（ＭＭ２号線）沿い ２ｍ 

・既存歩道と同一レベル、同等又はそれ以上の水準で

仕上げ、かつ通行上支障とならない範囲で植栽した

もの 

２．０ 

ウ 青空の大規模な広場

状公開空地 

 

・歩道やペデストリアンウェイから円滑に接近できる、開放性が高

く環境形成が良質なもの（緑化等）で、風害への対策がとられて

いるもの 

・高低差は地上 1.3m未満、地下 1.5m未満とする 

 ・単位面積 2,000㎡以上  ２．０ 

 ・単位面積 1,000㎡以上 2,000㎡未満 １．５ 

 ・単位面積 500㎡以上 1,000㎡未満 １．０ 

エ 内部空間の広場状公

開空地 

・単位面積500㎡以上かつ天井高12ｍ以上（部分的に３ｍ以上）で

アクセスが容易なもの 

 ・天井高12ｍ以上の部分 １．２ 

 ・天井高６ｍ以上12ｍ未満の部分 １．０ 

 ・天井高３ｍ以上６ｍ未満の部分 ０．５ 

オ ペデストリアンウェ

イ及びそれに準ずる

ものに沿って一体的

に整備した通路状の

公開空地 

・ペデストリアンウェイに沿っては協定幅員以上、主要歩行者動

線に沿っては幅員４ｍ以上で一体的に整備した屋内又は非青空

の通路状空地 

 ・天井高（梁下）12ｍ以上 １．２ 

 ・天井高（梁下）６ｍ以上12ｍ未満 １．０ 

 ・天井高（梁下）３ｍ以上６ｍ未満 ０．８ 

※青空の場合は、一体的に整備した屋内又は非青空の通路状空地

と同じ係数で評価する。 

カ 水辺の公開空地 ・ウォーターフロント開発の立地を生かしたアクセス

が容易な公開空地 

１．５ 

キ 屋上庭園 ・アクセスが容易で開放性のあるコモンスペースで、

適切な緑化がなされた屋上部分 

１．０ 

ク 一般的青空公開空地 

非青空公開空地 

・上記以外で、アクセスが容易でその利用目的にあっ

た整備をしたもの。 

０．５ 

公開空地に準ずる空地等 

ア 屋上緑化 ・適切な緑化がなされ、修景効果があると認められる

屋上部分 

０．６ 

表４-10 みなとみらい２１中央地区における公開空地及び公開空地に準ずる空地の有効係数 

 種別 利用形態 有効係数 

公
開
空
地 

ア ペデストリアンウェ

イの用に供する公開

空地 

・幅員４ｍ以上かつ協定幅員まで 

・ペデストリアンウェイを内部空間とする場合

は、原則として天井高12ｍ以上かつ幅員４ｍ以

上で空調を行う 

２．０ 

イ 基本協定第7条４項

による外壁後退 

・けやき通り（ＭＭ３号線）沿い  ４ｍ 

・いちょう通り（ＭＭ２号線）沿い ２ｍ 

・既存歩道と同一レベル、同等又はそれ以上の水

準で仕上げ、かつ通行上支障とならない範囲で

植栽したもの 

２．０ 

ウ 青空の大規模な広場

状公開空地 

 

・歩道やペデストリアンウェイから円滑に接近できる、開放

性が高く環境形成が良質なもの（緑化等）で、風害への対策

がとられているもの 

・高低差は地上 1.3m未満、地下 1.5m未満とする 

 ・単位面積 2,000㎡以上  ２．０ 

 ・単位面積 1,000㎡以上 2,000㎡未満 １．５ 

 ・単位面積 500㎡以上 1,000㎡未満 １．０ 

エ 内部空間の広場状公

開空地 

・単位面積500㎡以上かつ天井高12ｍ以上（部分的に３ｍ以

上）でアクセスが容易なもの 

 ・天井高12ｍ以上の部分 １．２ 

 ・天井高６ｍ以上12ｍ未満の部分 １．０ 

 ・天井高３ｍ以上６ｍ未満の部分 ０．５ 

オ ペデストリアンウェ

イ及びそれに準ずる

ものに沿って一体的

に整備した通路状の

公開空地 

・ペデストリアンウェイに沿っては協定幅員以上、主要歩行

者動線に沿っては幅員４ｍ以上で一体的に整備した屋内又

は非青空の通路状空地 

 ・天井高（梁下）12ｍ以上 １．２ 

 ・天井高（梁下）６ｍ以上12ｍ未満 １．０ 

 ・天井高（梁下）３ｍ以上６ｍ未満 ０．８ 

※青空の場合は、一体的に整備した屋内又は非青空の通路状

空地と同じ係数で評価する。 

カ 水辺の公開空地 ・ウォーターフロント開発の立地を生かしたアク

セスが容易な公開空地 

１．５ 

キ 屋上庭園 ・アクセスが容易で開放性のあるコモンスペース

で、適切な緑化がなされた屋上部分 

１．０ 

ク 一般的青空公開空地 

非青空公開空地 

・上記以外で、アクセスが容易でその利用目的に

あった整備をしたもの。 

０．５ 

公
開
空
地
に 

準
ず
る
空
地
等 

ア 屋上緑化 ・適切な緑化がなされ、修景効果があると認めら

れる屋上部分 

０．６ 

イ シェアサイクルのサ

イクルポート 

・道路・交通政策局と協議の上、適切に設けたシ

ェアサイクルのサイクルポート 

１．０ 

 



 22 

旧 新 

イ シェアサイクルのサ

イクルポート 

・道路局と協議の上、適切に設けたシェアサイクルの

サイクルポート 

１．０ 

 

第３図 みなとみらい２１中央地区における公開空地の一般例（数字は公開空地の有効係数を示す。） 

【以下略】 

図４-１ みなとみらい２１中央地区における公開空地の一般例（数字は公開空地の有効係数を示す。） 

【以下略】 

第４編 第３章 第４編 第３章 

第３章 主要駅周辺等の機能誘導を図る地区等 

【略】 

１ 適用区域及び適用対象 

（１）適用区域 

【略】 

ア 規制誘導地区の位置づけがある主要駅周辺地区 

イ 主要駅周辺地区の対象としている駅（主要駅）から約１km圏内又は主要駅以外の駅周辺約 500 

ｍ圏内で、地域のまちづくりの方針等において生活支援施設等の導入を図ることが位置づけら

れた地区 

ウ 横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に関する要綱及び要領

により待機児童対策重点地域として位置づけられた地域 

（２）適用対象 

   ・適用区域 アについて 

横浜国際港都建設計画都市再開発の方針及び第３編各章１（２）に掲げる地域ごとの緩和基準

における「適用対象」の趣旨に整合し、かつ、横浜市のまちづくりの方針や地域のまちづくりの

方針等に基づき、第５編第７章 1（３）の条件を全て満たす生活支援施設等を導入する計画のう

ち、以下のいずれかの認定を受ける住宅等を対象とする。 

ア 地域子育て応援マンション 

イ よこはま多世代・地域交流型住宅（よこはま多世代・地域交流型住宅認定制度による場合は、

当該制度において優良事業の評価を得た住宅等に限る。） 

・適用区域 イについて  

第３編各章１（２）に掲げる地域ごとの緩和基準における「適用対象」の趣旨に整合し、かつ、

横浜市のまちづくりの方針や地域のまちづくりの方針等に基づき、第５編第７章 1（３）の条件を

全て満たす生活支援施設等を導入する計画のうち、以下のいずれかの認定を受ける住宅等を対象

とする。 

  ア 地域子育て応援マンション 

  イ よこはま多世代・地域交流型住宅（よこはま多世代・地域交流型住宅認定制度による場合は、

当該制度において優良事業の評価を得た住宅等に限る。） 

・適用区域ウについて 

第３編各章１（２）の趣旨に整合し、かつ、第５編第７章 1（３）の条件を全て満たす子育て支

援施設を導入する計画とし、地域子育て応援マンションの認定を受けること。 

【略】 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、第 24表により緩和する。 

なお、住居の用に供する部分の割増容積率の上限は、専ら生活支援施設等の用に供する部分の

第３章 主要駅周辺等の機能誘導を図る地区等 

【略】 

１ 適用区域及び適用対象 

（１）適用区域 

【略】 

ア 規制誘導地区の位置付けがある主要駅周辺地区 

イ 主要駅周辺地区の対象としている駅（主要駅）から約１km圏内又は主要駅以外の駅周辺約 500 

ｍ圏内で、地域のまちづくりの方針等において生活支援施設等の導入を図ることが位置付けら

れた地区 

ウ 横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に関する要綱及び要領

により待機児童対策重点地域として位置付けられた地域 

（２）適用対象 

ア 適用区域 アについて 

横浜国際港都建設計画都市再開発の方針及び第３編各章１（２）に掲げる地域ごとの緩和 

   基準における「適用対象」の趣旨に整合し、かつ、横浜市のまちづくりの方針や地域のまち 

づくりの方針等に基づき、第５編第７章 1（３）の条件を全て満たす生活支援施設等を導入 

する計画のうち、以下のいずれかの認定を受ける住宅等を対象とする。 

(ア) 地域子育て応援マンション 

(イ) よこはま多世代・地域交流型住宅（よこはま多世代・地域交流型住宅認定制度による場 

合は、当該制度において優良事業の評価を得た住宅等に限る。） 

イ 適用区域 イについて  

第３編各章１（２）に掲げる地域ごとの緩和基準における「適用対象」の趣旨に整合し、 

かつ、横浜市のまちづくりの方針や地域のまちづくりの方針等に基づき、第５編第７章 1（３） 

の条件を全て満たす生活支援施設等を導入する計画のうち、以下のいずれかの認定を受ける 

住宅等を対象とする。 

(ア) 地域子育て応援マンション 

  (イ) よこはま多世代・地域交流型住宅（よこはま多世代・地域交流型住宅認定制度による場 

合は、当該制度において優良事業の評価を得た住宅等に限る。） 

ウ 適用区域 ウについて 

第３編各章１（２）の趣旨に整合し、かつ、第５編第７章 1（３）の条件を全て満たす子 

育て支援施設を導入する計画とし、地域子育て応援マンションの認定を受けること。 

【略】 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画について、表４-11により緩和する。 

なお、住居の用に供する部分の割増容積率の上限は、専ら生活支援施設等の用に供する部分 
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容積率の２倍分とする。 

第 24 表 割増容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 割増容積率（Ｖ） ウ 割増容積率の上限 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ 230％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ 200％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ 150％ 

100％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ 100％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

 

 

 

【以下略】 

の容積率の２倍分とする。 

表４-11 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 230％ 250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 200％ 220％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 150％ 170％ 

150％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 100％ 120％ 

Ａ：有効公開空地面積率（％） Ａ≧20％ 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ 第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

【以下略】 

第６編第２章 第４編 第４章（新設） 

第２章 マンションの建替えにおける容積率及び高さ許可の特例 

 

 

 

 

１ 適用対象 

建築後30年を経過したマンションを建て替える計画、又は要除却認定マンションを建て替

える計画の場合（※）で、「２ 必要要件」を満たし、かつ、市長が特に良好な住宅ストッ

クの形成に資すると認めたものに限り、容積率制限及び高度地区制限（絶対高さ制限）を、

「３ 緩和基準」により緩和することができる。 

ただし、緩和を受けようとするマンションの敷地に比べて著しく大きい隣地を取り込んだ

建替え、マンションの敷地を細分化した建替え又はマンションに該当しない建築物をマンシ

ョンに変更した上で行う建替え等の場合については、原則として対象としない。 

なお、マンションの除却・建替えを促進する観点から許可を行うため、原則として、要除

却認定マンション等が現に存する時点で許可の事前協議がなされているものであること。 

※要除却認定マンションを建て替える計画の場合については、許可時までにマンション建替法

第102条第２項の認定を受けること。 

 ２ 必要要件 

（１）敷地規模 

第 29表の敷地規模を有すること。 

     第 29表 必要敷地規模 

用途地域等 必要敷地規模 

第１種・第２種低層住居専用地域 1,000㎡以上 

その他の地

域 

 500㎡以上 

商業系地域（要除却認定マ

ンションを建て替える場

合のみ） 

300㎡以上 

（２）空地率   

第 30表の空地率を確保すること。ただし、要除却認定マンションを建て替える計画の場合はこ

の限りでない。 

第４章 要除却認定マンション等の建替え計画 

要除却認定マンション等の建替え等を促進し、良好な住宅ストックの形成を図るため、１の

適用対象及び２の必要要件を満たし、かつ、市長が特に良好な住宅ストックの形成に資すると

認めたものについては、本章の基準に従い緩和する。 

  

１ 適用対象 

次のいずれかに該当する建築物を対象とする。 

ただし、緩和を受けようとするマンションの敷地に比べて著しく大きい隣地を取り込んだ

建替え、マンションの敷地を細分化した建替え又はマンションに該当しない建築物をマンシ

ョンに変更した上で行う建替え等の場合については、原則として対象としない。 

なお、マンションの除却・建替えを促進する観点から許可を行うため、原則として、要除

却認定マンション等が現に存する時点で許可の事前協議がなされているものであること。 

（１）要除却認定マンションを建て替える計画（※） 

（２）建築後30年を経過したマンションを建て替える計画 

※要除却認定マンションを建て替える計画の場合については、許可時までにマンション再生法

第163条の56第１項の認定を受けること。 

 

２ 必要要件 

（１）敷地規模 

表４-12の敷地規模を有すること。 

表４-12 必要敷地規模 

用途地域等 必要敷地規模 

第１種・第２種低層住居専用地域 1,000㎡以上 

その他の地

域 

 500㎡以上 

商業系地域（要除却認定マ

ンションを建て替える場

合のみ） 

300㎡以上 

（２）空地率  

表４-13の空地率を確保すること。ただし、要除却認定マンションを建て替える計画の場合はこ

の限りでない。 
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    第 30 表 必要空地率 

基準建蔽率（Co） 必要空地率 

55％ ＜Co≦ 100％ （100％－Co）＋20％以上 

50％ ＜Co≦  55％ 65％以上 

Co≦ 50％ （100％－Co）＋15％以上 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

前面道路の幅員が６ｍ以上であり、かつ原則として敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道

路に接し、その接する部分に主要な出入口（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

 

（４）基本要件 

第１編第４章の基本要件を満たすこと。  

 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増・加算 

第 31表により緩和する。ただし、法第３条第２項の規定により容積率制限の適用を受けないマ

ンション（以下、「容積率不適格マンションという。」）を建て替える計画で、有効公開空地面積率

が 50％以上確保されたものについては、建替え前の容積率まで緩和することができる。 

 

 

第31表 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 緩和容積率の上限

 Ａ＜20 20≦Ａ（※） 
割増容積率 

の上限 

特定施設加算 

併用 

600％≦Vo Ｖ＝3Ａ－10＋Ｂ Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 230％  250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝3Ａ－10＋Ｂ Ｖ＝3.75Ａ－25＋Ｂ 200％  220％ 

 300％≦Vo＜400％ Ｖ＝1.5Ａ＋Ｂ Ｖ＝2.4Ａ－18＋Ｂ 150％ 170％ 

 150％≦Vo＜300％ Ｖ＝Ａ＋Ｂ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 100％ 120％ 

100％≦Vo＜150％ Ｖ＝Ａ＋Ｂ Ｖ＝1.6Ａ－12＋Ｂ 100％ 120％かつVo 

         Vo＜100％ Ｖ＝Vo×Ａ/100＋Ｂ Ｖ＝Vo ×(1.6Ａ－12)/100+B Vo Vo 

  Ａ：有効公開空地面積率  Ｂ：第５編特定施設設置による加算容積率 

 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和 

第３編各章３（２）の緩和基準により緩和する。ただし、法第３条第２項の規定により高度地

区（最高限）制限の適用を受けないマンションを建て替える計画で、有効公開空地面積率が 15％

以上確保されたものについては、建替え前の高さを上限に緩和することができる。また、周辺へ

の影響が従前の建築物と比較して改善され、かつ、市長が建替えの円滑化を図るためにやむを得

ないと認めた場合に限り、周辺配慮斜線制限について適用しないことができる。 

 

【以下略】 

表４-13 必要空地率 

基準建蔽率（Co） 必要空地率 

55％ ＜Co≦ 100％ （100％－Co）＋20％以上 

50％ ＜Co≦  55％ 65％以上 

Co≦ 50％ （100％－Co）＋15％以上 

（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

建築物の敷地は、幅員６ｍ以上の前面道路に、原則として１箇所で敷地外周の７分の 

１以上接し、かつ、その接する部分に主要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上） 

を設けること。 

（４）基本要件 

第１編第４章の基本要件を満たすこと。  

 

３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

表４-14 により緩和する。なお、有効公開空地面積率が 20％以上確保された計画については、

割増容積率に第６編第２章より容積率を加算することができる。 

また、法第３条第２項の規定により容積率制限の適用を受けないマンション（以下、「容積率不

適格マンションという。」）を建て替える計画で、有効公開空地面積率が 50％以上確保されたもの

については、緩和容積率を建替え前の容積率とすることができる。 

表４-14 緩和容積率と有効公開空地面積率 

ア 基準容積率 

（Vo） 

イ 緩和容積率（Ｖ） ウ 割増容積率 

の上限 

エ 緩和容積率 

の上限 割増容積率 加算容積率 

600％≦Vo Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 230％ 250％ 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝３Ａ－１０ ＋Ｂ＋Ｃ 200％ 220％ 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝１．５Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 150％ 170％ 

150％≦Vo＜300％ 
Ｖ＝Ａ ＋Ｂ＋Ｃ 100％ 

120％ 

100％≦Vo＜150％ 120％かつ Vo 

    Vo＜100％ Ｖ＝Vo×Ａ／100 ＋Ｂ＋Ｃ Vo Vo 

Ａ：有効公開空地面積率（％） 

Ｂ：第５編（特定施設）による加算容積率（％）  

Ｃ：第６編（その他の取組）による加算容積率（％） 

（２）高度地区（最高限）制限の緩和 

第３編各章の基準により緩和する。 

また、法第３条第２項の規定により高度地区（最高限）制限の適用を受けないマンションを建

て替える計画で、有効公開空地面積率が 15％以上確保されたものについては、建替え前の高さを

上限に緩和することができる。また、周辺への影響が従前の建築物と比較して改善され、かつ、

市長が建替えの円滑化を図るためにやむを得ないと認めた場合に限り、周辺配慮斜線制限につい

て適用しないことができる。 

【以下略】 
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旧 新 

第５編 第１章 第５編 第１章 

第５編 特定施設による容積率の緩和基準                      

 

第１章 適用の要件と基準 
【略】 

１ 共通要件 

【略】 

（２）有効公開空地面積率を20％以上（横浜都心機能誘導地区の区域内で誘導用途併設型若しくは

誘導用途主体型の基準を適用する場合は15%以上）確保するもの。ただし、第４編第４章の規

定を適用するもののうち、要除却認定マンションを建替える計画にあっては、この限りでない。 

【略】 

２ 共通基準 

（１）割増容積率及びこの編による加算容積率を合計した緩和容積率は、第25表に掲げる数 

値以下とする。 

また、この編において複数の施設を設置することにより容積率を加算する場合は、加算容積

率の合計は100％を限度とする。 

第25表 緩和容積率の上限 

【略】 

（２）この編による容積率の加算と形態制限の同時緩和を行う場合に必要な有効公開空地面積率

は、第26表に掲げる数値以上とする。 

 

第26表 容積率の加算と形態制限の同時緩和に必要な有効公開空地面積率 

同時緩和の内容 必要な有効公開空地面積率 

容積率の加算及び割増 容積率の割増に必要な有効公開空地面積率 

容積率の加算及び高度地区 

制限の緩和 
20％以上（横浜都心機能誘導地区の区域内で誘

導用途併設型若しくは誘導用途主体型の基準

を適用する場合、又は第６編第２章の規定を適

用するもののうち、要除却認定マンションを建

て替える計画の場合は15%以上）かつ高度地区

制限の緩和に必要な有効公開空地面積率 

容積率の加算、容積率の割増 

及び高度地区制限の緩和 

容積率の割増と高さ制限の緩和を同時に行う 
場合に必要な有効公開空地面積率 

 

 

第５編 特定施設の整備による緩和基準【容積率】                   

 

第１章 適用の要件と基準 
【略】 

１ 共通要件 

【略】 

（２）有効公開空地面積率を20％以上（横浜都心機能誘導地区の区域内で誘導用途併設型若しくは

誘導用途主体型の基準を適用する場合は15%以上）確保するもの。ただし、第４編第４章の規

定を適用するもののうち、要除却認定マンションを建て替える計画にあっては、この限りでな

い。 

【略】 

２ 共通基準 

割増容積率並びにこの編及び第６編による加算容積率を合計した緩和容積率は、表５-１に掲

げる数値以下とする。 

また、表５-２に掲げる施設を複数設置することにより容積率を加算する場合は、加算容 

積率の合計は100％を限度とする。容積率の合計は100％を限度とする。 

表５-１ 緩和容積率の上限 

【略】 

表５-２ 特定施設の一覧  
第２章 歴史的建造物の保存・修復を行う建築物 

第３章 文化施設を含む建築物 

第４章 自動車車庫の確保等市街地の環境改善に寄与する建築物 

第５章 福祉施設等を含む建築物 

第６章 地域の防災・環境の向上に寄与する施設を含む建築物 

第７章 第４編第３章の地区内における生活支援施設等を含む建築物 

第８章 工業系地域の環境改善に寄与する建築物 

第９章 良質な宿泊施設の整備促進に寄与する建築物 
 

第５編 第２章 第５編 第２章 

第４図 歴史的建造物の保存・修復を行う建築物（一般例） 

【以下略】 

図５-１ 歴史的建造物の保存・修復を行う建築物（一般例） 

【以下略】 

第５編 第３章 第５編 第３章 

第５図 文化施設を含む建築物（一般例） 

【以下略】 

図５-２ 文化施設を含む建築物（一般例） 

【以下略】 
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旧 新 

第５編 第４章 第５編 第４章 

第６図 自動車車庫の確保等市街地の環境改善に寄与する建築物（一般例） 

【以下略】 

図５-３ 自動車車庫の確保等市街地の環境改善に寄与する建築物（一般例） 

【以下略】 

第５編 第５章 第５編 第５章 

第７図 福祉施設等を含む建築物（一般例） 

【以下略】 

図５-４ 福祉施設等を含む建築物（一般例） 

【以下略】 

 

第５編第５章運用基準 

(※１) 横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に関する要綱及び要領

により整備が求められ協力要請書が出されたもの、かつ「地域子育て応援マンション認定制度」

の計画認定を受ける建築物に設けられる保育施設等は、当該基準を適用できるものとする。 

    また、その他、横浜市の方針等に位置づけられ、かつ、地域においてその整備が必要である社

会福祉施設は、関係部署と協議の上で、当該基準を適用できるものとする。 

 【以下略】 
 

 

第５編第５章運用基準 

(※１) 横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に関する要綱及び要領

により整備が求められ協力要請書が出されたもの、かつ「地域子育て応援マンション認定制度」

の計画認定を受ける建築物に設けられる保育施設等は、当該基準を適用できるものとする。 

    また、その他、横浜市の方針等に位置付けられ、かつ、地域においてその整備が必要である社

会福祉施設は、関係部署と協議の上で、当該基準を適用できるものとする。 

 【以下略】 
 

第５編 第６章 第５編 第６章 

第６章 地域の防災・環境の向上に寄与する施設を含む建築物 
【略】 

１ 要件 

対象施設は第27表に示す施設（※２）で、将来にわたり適切に管理、運営されると認めら

れるものとする。また、原則として横浜市のまちづくりの方針等又は地域のまちづくりの方

針等に位置づけられた施設若しくはよこはま防災力向上マンション認定制度（以下、 

「防災認定制度」という。）において評価された施設とする。 

 

第27表 対象施設一覧  

【以下略】 

第６章 地域の防災・環境の向上に寄与する施設を含む建築物 
【略】 

１ 要件 

対象施設は表５-３に示す施設（※２）で、将来にわたり適切に管理、運営されると認めら

れるものとする。また、原則として横浜市のまちづくりの方針等又は地域のまちづくりの方

針等に位置付けられた施設若しくはよこはま防災力向上マンション認定制度（以下、「防災認定

制度」という。）において評価された施設とする。 

 

表５-３ 対象施設一覧 

【以下略】 

第５編 第７章 第５編 第７章 

第７章 第４編第３章の地区内における生活支援施設等を含む建築物 

【略】 

１ 要件 

【略】 

（３）対象施設 

ア 施設の位置づけ 

以下のいずれかに該当する施設で、第28表に掲げるものを対象とする。 

(ア) 地域のまちづくりの方針等に明確に位置づけられ、かつ地域に不足している施設と

して特に整備が必要と認められるもの 

(イ) 横浜市土地利用総合調整会議、横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等

の設置の協力要請に関する要綱及び要領等において、地域ニーズや行政ニーズがある

と判断されたもの 

  第 28 表 生活支援施設等 一覧 

【以下略】 

第７章 第４編第３章の地区内における生活支援施設等を含む建築物 

【略】 

１ 要件 

【略】 

（３）対象施設 

ア 施設の位置付け 

以下のいずれかに該当する施設で、表５-４に掲げるものを対象とする。 

(ア) 地域のまちづくりの方針等に明確に位置付けられ、かつ地域に不足している施 

設として特に整備が必要と認められるもの 

(イ) 横浜市土地利用総合調整会議、横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等

の設置の協力要請に関する要綱及び要領等において、地域ニーズや行政ニーズがあ

ると判断されたもの 

表５-４ 生活支援施設等一覧 

【以下略】 
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旧 新 

第５編 第９章 第５編 第９章 

第９章 良質な宿泊施設の整備促進に寄与する建築物 

ラグビーワールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした開発需

要を見据えた対応として策定された「宿泊施設の容積率緩和方針」（平成28年11月30日 横浜市

都市整備局、建築局）及び地域のまちづくりの方針等に沿って計画されるホテル又は旅館（以

下、「宿泊施設」という。）を設けるもので賑わいの創出や良好な街並み景観の形成、都心部

の活性化、観光まちづくりの推進に寄与すると認められる建築物で、次の１の要件に該当する

ものについては、２の基準により容積率を加算できるものとする。 

１ 要件 

（１）適用区域 

本基準の適用区域は、「宿泊施設の容積率緩和方針」に掲げる適用地域（都心臨海部及び新横浜

駅北部）のうち基準容積率が 400％以上の商業系地域に限る。 

（２）前面道路の幅員及び接道長さ 

前面道路の幅員が 12ｍ以上であり、12ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続しており、かつ、

敷地外周の７分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に宿泊施設の主要な出入口

（複数ある場合はそのうち１以上）を設けること。 

【以下略】 

第９章 良質な宿泊施設の整備促進に寄与する建築物 

「宿泊施設の容積率緩和方針」（平成28年11月30日 横浜市都市整備局、建築局）及び地域の

まちづくりの方針等に沿って計画されるホテル又は旅館（以下、「宿泊施設」という。）を設

けるもので賑わいの創出や良好な街並み景観の形成、都心部の活性化、観光まちづくりの推進

に寄与すると認められる建築物で、次の１の要件に該当するものについては、２の基準により

容積率を加算できるものとする。 

 
１ 要件 

（１）適用区域 

本基準の適用区域は、「宿泊施設の容積率緩和方針」に掲げる適用地域（都心臨海部及び新横浜

駅北部）のうち基準容積率が 400％以上の商業系地域とする。 

（２）前面道路の幅員及び接道長さ 

建築物の敷地は、幅員 12ｍ以上の前面道路（幅員 12ｍ以上の道路に有効に接続して 

いるものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分に 

宿泊施設の主要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

【以下略】 
第８図 良質な宿泊施設の整備促進に寄与する建築物（一般例） 

【以下略】 

図５-５ 良質な宿泊施設の整備促進に寄与する建築物（一般例） 

【以下略】 
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旧 新 

第６編 第１章 第６編 第１章 

新設 

第６編 その他の取組による緩和基準【容積率】                     
 

第１章 適用の要件と基準 

次の１の要件を全て満たす建築物は、この編の第２章から第６章までに定める範囲内で容積

率を加算できるものとし、その基準は２による。 

 
１ 共通要件 

（１）第３編又は第４編に定める必要要件を全て満たすもの。ただし、この編の第６章の規定を適

用するものにあっては、この限りではない。 

（２）有効公開空地面積率を20％以上（横浜都心機能誘導地区の区域内で誘導用途併設型若しくは

誘導用途主体型の基準を適用する場合は15%以上）確保するもの。 

（３）敷地規模については500㎡以上とする。ただし、この編の第２章を適用するもののうち、要除

却認定マンションを建て替える計画にあっては、この限りではない。 

 
２ 共通基準 

割増容積率並びこの編及び第５編による加算容積率を合計した緩和容積率は、表６-１に掲げ

る数値以下とする。 

表６-１ 緩和容積率の上限 

基準容積率（Vo） 緩和容積率の上限 

600％≦Vo 250％ 

400％≦Vo＜600％ 
220％ 

（第４編第２章の規定を適用する場合は250％） 

300％≦Vo＜400％ 170％ 

150％≦Vo＜300％ 120％ 

        Vo＜150％ 120％かつVo 

表６-２ その他の取組の一覧 

第２章 要除却認定マンション等の建替え 

第３章 緊急輸送路（耐震診断義務付け対象道路）沿道の建築物の建替え 

第４章 環境に配慮した建築物 

・CASBEE横浜Ｓランク建築物 

・一定の省エネ性能を備えた建築物 

・木材利用した優良な建築物 

第５章 長期優良住宅 

第６章 既成市街地における共同建替え等建築物 
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旧 新 

第６編 第２章 第６編 第２章 

第２章 マンションの建替えにおける容積率及び高さ許可の特例 

【以下略】 

第２章 要除却認定マンション等の建替え 

 要除却認定マンション等の建替え等を促進し、良好な住宅ストックの形成を図るため、１の

要件を満たし、かつ、市長が特に良好な住宅ストックの形成に資すると認めたものに限り、２

の基準により、容積率を加算できるものとする。 

 

１ 要件 

（１）適用対象 

第４編第４章に定める適用対象を満たすもの。 

（２）必要要件 

第４編第４章に定める必要要件を全て満たすもの。 

 

２ 基準 

加算容積率は、0.025Vo（Vo：基準容積率）とする。 

なお、第４編第４章１（１）及び（２）を満たすものは、0.05Vo（Vo：基準容積率）を加算容積

率とする。 

【参考】公開空地と割増容積率の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 
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旧 新 

 第６編 第３章 

新設 

第３章 緊急輸送路（耐震診断義務付け対象道路）沿道の建築物の建替え 

 緊急輸送路（耐震診断義務付け対象道路）沿道の建築物の建替えを促進するため、１の要件

に該当するものは、２の基準により、容積率を加算できるものとする。 

 

１ 要件 

（１）適用対象 

建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、「耐震改修促進法」という）第７条第３

号に掲げる建築物のうち、耐震改修促進法第２条第１項の耐震診断により、地震の振動及

び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い、又はあると診断された建築物を建て

替える計画 

（２）必要要件 

第３編又は第４編の地域ごとに定める必要要件を全て満たすもの。 

 

２ 基準 

加算容積率は、0.025Vo（Vo：基準容積率）とする。 

第６編 第３章 第６編 第４章 

第３章 環境に配慮した建築物における容積率許可の特例 

高度かつ総合的に環境に配慮した建築物として１の要件に該当するものは、２の基準より容

積率制限を緩和することができる。 

 

１ 要件 

【略】 

（２）適用対象 

次のアからウまでのいずれかを満たす建築物で、当該建築物の管理運営が将来にわたり適切に

行われると認められるものを対象とする。 

ア CASBEE横浜の届出における評価値が Sランクで、次に掲げるすべての条件を満たすもの。 

 

【略】 

  イ 住宅で、BELSにおいて ZEH-M Oriented等の認証（※３）を受けたもの、又はそれと同等以   

   上のエネルギー消費性能を有すると評価されたもの（※４）であり、かつ、全住戸の外皮平均 

   熱貫流率（UA値）が 0.46W/（㎡・K）以下と評価されたもので、次に掲げるすべての条件を満

たすもの。 

 

 

【略】 

 

 

 

 

２ 緩和基準 

容積率の加算について、第３編又は第４編の地域ごとに定める有効公開空地面積率に応じ

て算出された割増容積率に、第32表により算出された加算容積率を加えて適用することがで

第４章 環境に配慮した建築物 

高度かつ総合的に環境に配慮した建築物として、１の要件に該当するものは、それぞれ２の

基準により、容積率を加算できるものとする。 

 

１ 要件 

 

（１）適用対象 

次のアからウまでのいずれかを満たす建築物で、当該建築物の管理運営が将来にわたり適切に

行われると認められるものを対象とする。 

ア CASBEE横浜 Sランク建築物 

CASBEE横浜の届出における評価値が Sランクで、次に掲げる全ての条件を満たすもの。 

【略】 

イ 一定の省エネ性能を備えた建築物 

（ア）住宅で、BELSにおいて ZEH-M Oriented等の認証（※３）を受けたもの、又はそれと同 

等以上のエネルギー消費性能を有すると評価されたもの（※４）であり、かつ、建築物の 

全住戸の外皮平均熱貫流率（UA値）が 0.46W/（㎡・K）以下と評価されたもので、次に掲 

げる全ての条件を満たすもの。 

【略】 

ウ 木材利用した優良な建築物 

CASBEE 横浜の届出における重点項目の評価が、「地域・まちづくりへの貢献」の項目で４以

上となるものであり、かつ、木材利用評価（※６）がＳランクとして、木材利用優良建築物の

計画であることを市長に認められたもの。 

【略】 

２ 基準 

加算容積率は、0.025Vo（Vo：基準容積率）とする。また、１（１）アからウまでに掲げる適用 

対象のうち、２つ以上に該当する場合の加算容積率は、該当する適用対象の数に 0.025 Vo（Vo： 
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きる。ただし、緩和容積率は、第３編又は第４編の規定による「割増容積率の上限」を超え

ないものとする。第５編による容積率の緩和を適用する際の上限は第25表による。 

第32表 基準容積率と加算容積率 

ア 基準容積率（Vo） イ 加算容積率（Ｖ）（※６） 

600％≦Vo Ｖ＝0.75Ａ－15 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝0.75Ａ－15 

300％≦Vo＜400％ Ｖ＝0.9Ａ－18 

150％≦Vo＜300％ Ｖ＝0.6Ａ－12 

100％≦Vo＜150％ Ｖ＝0.6Ａ－12 

Vo＜100％ Ｖ＝Vo ×(0.6Ａ－12)/100 

 Ａ：有効公開空地面積率 

基準容積率）を乗じた値とする 

なお、１（１）イについては、0.025 Vo（Vo：基準容積率）に「（ア）及び（イ）のいずれか

に適合している部分の床面積の合計/建築物の延べ床面積」を乗じたものとする。 

 

第６編第３章運用基準 

【略】 

(※６) この章における加算容積率は、第 32表の数値に「１（２）アからウまでのいずれかに適合して

いる部分の床面積の合計/建築物の延べ床面積」を乗じたものとする。なお、ひとつの建築物の中

で、１（２）イ及びウに規定する複数の手法を利用することもできるものとする。 
 

 

第６編第４章運用基準 

【略】 

(※６) 「建築物の木材利用に関する評価並びに木材利用優良建築物の表彰及び当該建築物に係る計画

であることの確認に関する要綱」に基づき審査され、市長に認められたものとする。 
 

第６編 第５章 第６編 第５章 

第５章 長期優良住宅における容積率許可の特例 

 

 

 

１ 適用区域及び適用対象 

（１）適用区域 

市街化区域（横浜都心機能誘導地区および工業地域を除く。）とする。  

（２）適用対象 

   長期優良住宅法第５条第１項に基づく認定を取得した建築物であること。 

２ 必要要件 

第１編第４章の基本要件及び第３編又は第４編の地域ごとに定める必要要件をすべて満たすこ

と。 

 

 

 

３ 緩和基準 

（１）容積率の加算 

容積率の加算について、第３編又は第４編の地域ごとに定める有効公開空地面積率に応じ

て算出された割増容積率に、第34表により算出された加算容積率を加えて適用することがで

きる。ただし、緩和容積率は、第３編又は第４編の「割増容積率の上限」を超えないものと

する。第５編による容積の緩和を適用する際の上限は第25表による。 

第34表 基準容積率と加算容積率 

第５章 長期優良住宅 

 長期優良住宅の認定を取得した建築物として、１の要件に該当するものは、２の基準によ

り、容積率を加算できるものとする。 

 

１ 要件 

（１）適用区域及び適用対象 

ア 適用区域 

   市街化区域（横浜都心機能誘導地区および工業地域を除く。）とする。  

イ 適用対象 

 長期優良住宅法第５条第１項に基づく認定を取得した建築物であること。 

（２）必要要件 

第１編第４章の基本要件及び第３編又は第４編の地域ごとに定める必要要件を全て満たすこ

と。 

 

２ 基準 

加算容積率は、0.025Vo（Vo：基準容積率）とする。 

ただし、建築物が複数の用途に供する場合の加算容積率は、0.025Vo（Vo：基準容積率）に「住宅

の用に供する部分の床面積の合計/建築物の延べ面積」を乗じたものとする。また、長期優良住宅法

の認定対象外となる住戸を有する場合は、「認定対象住戸の床面積の合計/住戸部分の床面積の合計」

を乗じたものとする。 
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ア 基準容積率（Vo） イ 加算容積率（Ｖ）※1 

600％≦Vo Ｖ＝0.75Ａ－15 

400％≦Vo＜600％ Ｖ＝0.75Ａ－15 

  300％≦Vo＜400％ Ｖ＝0.9Ａ－18 

  150％≦Vo＜300％ Ｖ＝0.6Ａ－12 

100％≦Vo＜150％ Ｖ＝0.6Ａ－12 

          Vo＜100％ Ｖ＝Vo ×(0.6Ａ－12)/100 

 Ａ：有効公開空地面積率 

 

※1 この章による加算容積率は、建築物が複数の用途に供する場合、第33表の数値に「住

宅の用に供する部分の床面積の合計/建築物の延べ面積」を乗じたものとする。また、長期

優良住宅法の認定対象外となる住戸を有する場合は、「認定対象住戸の床面積の合計/住戸

部分の床面積の合計」を乗じたものとする。 

第６編 第４章 第６編 第６章 

第４章 既成市街地における共同建替等建築物 

既成市街地における共同建替等を行う計画で、１の適用対象及び２の必要要件を満たし、か

つ市長が特に既成市街地の活性化を促進し、市街地の環境の整備改善に寄与すると認めたもの

に限り、３の緩和基準により容積率を割増すことができる。 

 
１ 適用区域及び適用対象 

（１）適用区域  

市街化区域（第１種及び第２種低層住居専用地域、風致地区を除く。）とする。 

（２）適用対象 

次のアからエまでの要件を満たす建築物を対象とする。 

ア 次の（ア）から（ウ）までのいずれかに該当するもの 

(ア) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（以下「密集市街地整備法」

という。）に基づく建替計画の認定を受けたもの 

(イ) 敷地の共同化等を行うことにより市街地環境の改善に特に寄与するもの 

(ウ) 優良な賃貸住宅の供給促進に特に寄与するもの 

イ 住宅を含む計画については、原則として、専用面積（バルコニー部分の面積を除く）が 75㎡

以上となる住宅が総戸数の２分の１以上を占めるもの 

ウ 商業系地域内では、延べ面積のうち５分の１以上又は１層階（都市計画容積率 600％以上の区

域にあっては２層階）以上を住居以外（都心機能誘導地区内にあっては、誘導用途）の用に供

するもの 

エ 住宅を含む計画については、住宅部分の階高を３ｍ以上としたもの 

 

２ 必要要件 

（１）敷地規模 

500㎡以上とする。 

（２）空地率 

第 14表による必要空地率を確保すること。 

第６章 既成市街地における共同建替え等建築物 

既成市街地における共同建替え等を行う計画で、１の要件を満たし、かつ市長が特に既成市

街地の活性化を促進し、市街地の環境の整備改善に寄与すると認めたものに限り、２の基準に

より容積率を加算できるものとする。 

 

１ 要件 

（１）適用区域及び適用対象 

ア 適用区域 

市街化区域（第１種及び第２種低層住居専用地域、風致地区を除く。）とする。 

  イ 適用対象 

次の（ア）から（エ）までの要件を満たす建築物を対象とする。 

（ア） 次のａからｃまでのいずれかに該当するもの 

ａ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（以下「密集市街地整 

備法」という。）に基づく建替え計画の認定を受けたもの 

ｂ 敷地の共同化等を行うことにより市街地環境の改善に特に寄与するもの 

ｃ 優良な賃貸住宅の供給促進に特に寄与するもの 

（イ） 住宅を含む計画については、原則として、専用面積（バルコニー部分の面積を除く）が 75

㎡以上となる住宅が総戸数の２分の１以上を占めるもの 

（ウ） 商業系地域内では、延べ面積のうち５分の１以上又は１層階（都市計画容積率 600％以 

上の区域にあっては２層階）以上を住居以外（都心機能誘導地区内にあっては、誘導用 

途の用に供するもの 

（エ） 住宅を含む計画については、住宅部分の階高を３ｍ以上としたもの 

（２）必要要件 

  ア 敷地規模 

500㎡以上とする。 

  イ 空地率 

    表３-12 による必要空地率を確保すること。 
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（３）前面道路の幅員及び接道長さ 

前面道路の幅員が８ｍ以上であり、８ｍ以上の幅員を有する道路に有効に接続しており、かつ、

敷地外周の６分の１以上が１箇所で当該道路に接し、その接する部分に主要な出入口（複数ある

場合はそのうち１以上）を設けること。ただし、都市計画容積率が 400％以上の区域にあっては、

６ｍ以上とすることができる。 

（４）基本要件 

第１編第４章の基本要件を満たすこと。 

 
３ 緩和基準 

（１）容積率の割増 

有効公開空地面積率が 20％以上（都市計画容積率が 400％以上の区域にあっては 10％以上）確

保された計画について、第 33表により緩和する。 

なお、都市計画容積率が 400％以上の区域にあって、誘導用途に供する部分については、50％を

上限とし、第 33表によらず緩和することができる。 

 

第33表 割増容積率と有効公開空地面積率 

基準容積率（Vo） 割増容積率（V） 割増容積率の上限 

６００％≦Vo Ｖ＝３．７５Ａ－２５ ２３０％ 

４００％≦Vo＜６００％ Ｖ＝３．７５Ａ－２５ ２００％ 

３００％≦Vo＜４００％ Ｖ＝２．４Ａ－１８ １５０％ 

Vo＜３００％ Ｖ＝１．６Ａ－１２ １００％ 

   Ａ：有効公開空地面積率（％） 

 
（２）高度地区制限の緩和を同時に行う場合 

高度地区制限の同時緩和は、周辺の状況及び環境整備等を特に配慮したもので、有効公開空地

面積率が、容積率の割増に必要な数値に５％を加えた数値以上確保されたものについて行う。 

 
４ 密集市街地整備法又は都心機能誘導地区内の取扱い 

  密集市街地整備法に基づく建替計画の認定を受けた建築物、又は都心機能誘導地区内の建

築物で、市長が特に地区の整備改善に資すると認めた場合は、道路、広場等の整備の貢献度

に応じて、２の必要要件のうち（３）、（４）の要件、及び３の緩和基準（１）、（２）に

より定める必要有効公開空地面積率を緩和することができる。                                 

  ウ 前面道路の幅員及び接道長さ 

    建築物の敷地は、幅員８ｍ以上の前面道路（幅員８ｍ以上の道路に有効に接続して 

いるものに限る。）に１箇所で敷地外周の７分の１以上接し、かつ、その接する部分 

に主要な出入口（複数ある場合はそのうちの１以上）を設けること。 

ただし、都市計画容積率が 400％以上の区域にあっては、６ｍ以上とすることができる。 

エ 基本要件      

第１編第４章の基本要件を満たすこと。 

 

２ 基準 

（１）容積率の加算 

有効公開空地面積率が 20％以上（都市計画容積率が 400％以上の区域にあっては 10％以上） 

確保された計画について、加算容積率を 0.025Vo（Vo：基準容積率）とする。 

なお、都市計画容積率が 400％以上の区域にあって、誘導用途に供する部分については、50％ 

まで緩和することができる。 

（２）容積率の割増と高度地区（最高限）制限の緩和を同時に行う場合 

高度地区制限の同時緩和は、周辺の状況及び環境整備等を特に配慮したもので、有効公開空 

地面積率が、容積率の割増に必要な数値に５％を加えた数値以上確保されたものについて行う。 

 
３ 密集市街地整備法又は都心機能誘導地区内の取扱い 

  密集市街地整備法に基づく建替え計画の認定を受けた建築物、又は都心機能誘導地区内の

建築物で、市長が特に地区の整備改善に資すると認めた場合は、道路、広場等の整備の貢献

度に応じて、１（２）の必要要件のうちウの要件、及び２の基準（１）、（２）により定め

る必要有効公開空地面積率を緩和することができる。      
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第６編 第１章 第７編 第１章 

第６編 その他の取扱い                                                                                                                      
 

第１章 最高限第３種及び第４種高度地区における高さ許可の特例  

第３種及び第４種高度地区において、第３編第４章２の必要要件をすべて満たした上で、次

に定める基準を満たし、既存の住宅地の街並みや住環境との調和が十分に図られるもので、市

長が地域のまちづくりに積極的に寄与し地域課題の改善又は行政課題の改善に特段に寄与す

ると認めたものに限り、高さ許可の緩和限界を45ｍとすることができる。 

 

１ 敷地面積（法第86条の規定による認定を受けたものについては、認定区域の面積）が10,000

㎡以上であること。 

２ 有効公開空地面積率を25％以上確保するもの。 

３ 建築物は隣地境界線及び道路、水路、線路敷その他これらに類する空地（ただし、 広場、

公園は除く。）の中心線から５ｍ以上離すこと。ただし、自動車車庫、自転車駐車場その他

これらに類する用途に供し、かつ、軒の高さが2.3ｍ以下であるものは除く。 

４ 第17表に掲げる斜線制限に適合すること。 

５ 法第 56 条の２の規定による日影規制の対象となる建築物は、横浜市建築基準条例第４条

の４に定める規制値の適用にあたって、法第 56 条の２第１項中「敷地境界線からの水平距離

が５ｍを超える範囲」を「敷地境界線を超える範囲」と、法別表第４の（に）欄中「水平距離

が 10ｍ以内」を「水平距離が５ｍ以内」と、「水平距離が 10ｍを超える」を「水平距離が５ｍ

を超える」とそれぞれ読み替えたものに適合すること。 

第７編 その他の特例                                

                                                                                       
第１章 最高限第３種及び第４種高度地区における高さ許可の特例  

第３種及び第４種高度地区において、第３編第４章２の必要要件を全て満たした上で、１の

要件を満たし、既存の住宅地の街並みや住環境との調和が十分に図られるもので、市長が地域

のまちづくりに積極的に寄与し、地域課題の改善又は行政課題の改善に特段に寄与すると認め

たものに限り、２の基準により緩和できるものとする。 

 

１ 要件 

（１）敷地面積（法第86条の規定による認定を受けたものについては、認定区域の面積） 

が10,000㎡以上であること。 

（２）有効公開空地面積率を25％以上確保するもの。 

（３）建築物は隣地境界線及び道路、水路、線路敷その他これらに類する空地（ただし、  

広場、公園は除く。）の中心線から５ｍ以上離すこと。ただし、自動車車庫、自転車駐 

車場その他これらに類する用途に供し、かつ、軒の高さが2.3ｍ以下であるものは除 

く。 

（４）表３-15に掲げる斜線制限に適合すること。 

（５）法第56条の２の規定による日影規制の対象となる建築物は、横浜市建築基準条例第 

４条の４に定める規制値の適用にあたって、法第56条の２第１項中「敷地境界線から 

の水平距離が５ｍを超える範囲」を「敷地境界線を超える範囲」と、法別表第４の（に） 

欄中「水平距離が10ｍ以内」を「水平距離が５ｍ以内」と、「水平距離が10ｍを超え 

る」を「水平距離が５ｍを超える」とそれぞれ読み替えたものに適合すること。 

 

２ 基準 

  高さ許可の緩和限界を45ｍとする。 

第６編 第６章 第７編 第２章 

第６章 その他 

【以下略】 

第２章 その他 

【以下略】 

第７編 第１章 第８編 第１章 

第７編 維持・管理等                                 
【以下略】 

第８編 維持・管理等                                 
【以下略】 

第７編 第５章 第８編 第５章 

 

第７編第５章運用基準 

 【以下略】 
 

 

第８編第５章運用基準 

 【以下略】 
 

第７編 第５章 第８編 第６章 

 

第７編第６章運用基準 

 【以下略】 
 

 

第８編第６章運用基準 

 【以下略】 
 

第７編 第７章 第８編 第７章 
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第７編第７章運用基準 

 【以下略】 
 

 

第８編第７章運用基準 

 【以下略】 
 

第８編 第９編 

第８編 許可手続き                                 
【略】 

２ 近隣説明等 

  計画地周辺の住民等に対する説明並びに意見聴取を次のとおり実施すること。また、説明等の後、

説明状況の報告及び計画に関する協議を横浜市と行うこと。 

【以下略】 

第９編 許可手続き                                 
【略】 

２ 近隣説明等 

  計画地周辺の住民等に対する説明及び意見聴取を次のとおり実施すること。また、説明等の後、

説明状況の報告及び計画に関する協議を横浜市と行うこと。 

【以下略】 

附則 附則 

【略】 

改正 この制度は、令和 ６年 11月１日から実施する。 

【略】 

改正 この制度は、令和 ６年 11月１日から実施する。 

改正 この制度は、令和 ８年 ４月１日から実施する。 

 


